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第１ 監査の概要 

 

1 監査のテーマ選定の趣旨 

平成から令和へと時代は移り、日本は超高齢社会となり長寿国であると同時

に少産多死の時代が進行している。令和２年１月１日現在の住民基本台帳によ

ると区内の高齢者人口は 119,576 人となり、そのうち 53.5％は後期高齢者であ

るなど、都内の同規模自治体と比較しても後期高齢者の居住が多くなっており、

その割合は今後も増加し続ける見込みとなっている。 

 

東京消防庁の平成 30 年度実績では、高齢者搬送人員が全体の 52.1％を占め、

そのうち 75歳以上の後期高齢者搬送人員は全体の 38.3％を占めている。平成 26

年度の搬送人員を 100 とした指数でみると平成 30 年度は高齢者が 105、高齢者

以外が 103となっている。 

 

いずれの世代にも救急対応が必要とされる中で、小児急病診療の整備の充実

も求められている。こうした状況を踏まえ、区は基礎的自治体が主体となって取

り組むべき病気の予防や早期発見を併せて確保する「小児初期救急医療体制」を

推進することなどにより、実行計画における施策「救急医療体制の充実」におけ

る事業項目の一つとしての「小児急病診療体制の充実」を図っていくこととして

いる。 

 

また、都では平成 30年 3月に東京都保健医療計画を改定し、保健医療体制の

確立に向けて、国・都・区それぞれの果たすべき役割を明記している。これらの

役割分担のもとで救急医療を補完する体制の確保とその効率的な運営など、基

礎的自治体が果たすべき役割を適切に進めていくことが求められている。 

 

これらの計画を踏まえ、実行計画の施策である「救急医療体制の充実」のもと、

これまで計画・推進されてきた、急病医療情報センターの運営・急病診療体制の

確保・初期救急対応力の向上等のそれぞれの現状を把握し、利便性・有効性等に

ついて検証するとともに、効率性の視点を加えて監査を実施する。 

 

 

監査テーマ：地域における救命・医療体制について 
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２ 監査の主な視点 

① 急病医療情報センターの運営体制等は、都と区の役割分担等を踏まえて適

切になされているか。また、区民の利用しやすいものとなっているか。 

② 区民の安全・安心の確保の視点から、急病診療体制の確保等は適切に行わ

れているか。また、周知等は適切になされているか。 

③ 初期救急に効果的であるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置・管理・使

用状況はどうなっているか。また、初期救急対応力の向上に向けた救急協力

員養成等の取組は適切になされているか。 

④ 区の健診体制は区民にわかりやすく、また受診しやすいか。 

⑤ 少子高齢化による地域医療体制が変化する中で、区民が安心して医療を受

けられる体制づくりはどうなっているか。 

 

３ 監査の実施期間 

令和元年 11月１日から令和２年３月 31日まで 

 

４ 監査対象 

（１）杉並区急病医療情報センター運営 

（２）杉並区休日等夜間急病診療体制 

（３）区施設におけるＡＥＤ設置・管理・使用状況 

（４）救急協力員 

（５）区の健診体制 

（６）今後の地域医療体制づくり 

（７）その他「地域における救命・医療体制について」の杉並保健所の監査項目

関連事業 

 

５ 監査対象部局 

杉並保健所 

 

６ 監査対象施設の概要 

 

○杉並区急病医療情報センター 

   急病など緊急時の区民の不安解消のため、専門の看護師・保健師が医療機

関案内・医療相談を行う電話サービスとして事業者に委託して運営してい

る。 
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○杉並区休日等夜間急病診療所 

休診する医療機関が多い平日夜間と休日（年末年始含む）に、杉並区医師

会の協力を得て、杉並保健所内 2階の施設において急病医科診療を実施して

いる。 

  

○杉並区歯科保健医療センター（歯科休日急病診療） 

   休診する歯科医療機関が多い休日（年末年始含む）に、杉並区歯科医師会

の協力を得て、杉並保健所内 5 階の施設において急病歯科診療を実施して

いる。 

 

○杉並区休日等夜間調剤薬局 

   杉並区薬剤師会の協力を得て、「杉並区休日等夜間急病診療所」及び「杉

並区歯科保健医療センター」の受診患者等に係る処方調剤を杉並保健所内

地下の施設において、調剤を実施している。 

 

○輪番診療施設  

   休診する医療機関が多い休日（年末年始含む）に、杉並区医師会の協力を

得て、内科又は小児科を標榜する医療機関４か所を開設し9時～17時の間、

急病医科診療を実施している。 

 

○杉並区小児急病診療体制の確保に関する委託契約病院 

   子供を抱える家族の医療面での不安解消のため、一般の医療機関の診療

時間外においても小児科を受診できる体制を整えるため、区内２病院に小

児初期救急診療枠を確保している。 

 

○杉並区の設置したＡＥＤ保有施設 

   心肺停止状態の傷病者に対して、早期にＡＥＤを使用した心肺蘇生が極

めて有効であることから、不特定多数の区民が集まる公共施設を中心にＡ

ＥＤを配備している。  

 

７ 監査の実施方法 

（１）書類審査の実施 

監査対象を所管する杉並保健所の関係書類、統集計資料及び関係する報告

書等により審査を行った 

（審査実施期間：令和元年 12月 17日から令和２年３月 31日） 
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主な関係書類は以下のとおり 

①  契約関係書類 

（各種運営業務委託、施設設備点検等委託、契約に基づき区に提出された

書類、業務日報・日誌、運営マニュアル、勤務の割振り表、その他の設

置、修繕、管理・運営等に係る書類等） 

②  区民への周知等のために作成した冊子・パンフレット等 

③  杉並保健所の建物に関する書類（休日夜間診療所の場所や出入口等が

確認できる書類） 

④  備品台帳 

⑤  補助金・委託料に関する資料（歳入・歳出） 

⑥  ＡＥＤ設置施設一覧、使用実績等が確認できる書類等 

⑦  関連する要綱・要領・指針等及びそれらに基づき別途定められた事項

が確認できる書類 

 

（２）調査の実施 

区施設におけるＡＥＤ設置及び管理状況を確認するために、アンケート

調査を実施し、185か所（うち学校 62か所）から回答を得た。 

 

（３）説明聴取の実施 

監査対象の所管部に対して、監査委員による説明聴取を実施した。 

（実施日：令和２年１月 20日） 

 

（４）実地監査等の実施 

  ア 実地監査 

   監査委員による実地監査を令和２年１月 20日に６施設で実施した。 

また、合わせて所管課及び運営受託事業者への説明聴取を杉並保健所

及び各対象施設において行った。 

          

日 程 対 象 施 設 

１月 20 日(月) ① 杉並区休日等夜間急病診療所 

② 杉並区歯科保健医療センター 

③ 杉並区休日等夜間調剤薬局  

④ 上井草スポーツセンター(ＡＥＤ設置場所) 

⑤ 井草地域区民センター(ＡＥＤ設置場所) 

⑥ 妙正寺体育館(ＡＥＤ設置場所) 
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イ 実地調査 

    事務局職員による実地調査を令和２年２月 11 日及び２月 13 日に７施

設で実施した。また合わせて所管課及び運営受託事業者への説明聴取を行

った。 

日 程 対 象 施 設 備 考 

２月 11 日

(火・祝) 

① 杉並区休日等夜間急病診療所 

② 杉並区歯科保健医療センター 

③ 杉並区休日等夜間調剤薬局 

④ 輪番診療施設（２か所） 

業務履行状況

等調査 

２月 13 日

(木) 

① 杉並区急病医療情報センター 

② 杉並区小児急病診療体制の確保に関する

委託契約病院（１か所） 

業務履行状況

等調査 

 

ウ 実地監査・実地調査対象施設の選定 

    ［実地監査施設］ 

    以下の基準で対象施設を選定した。 

① 杉並区の休日等夜間急病診療体制の監査のため、杉並保健所内に設置

されている「杉並区休日等夜間急病診療所」、「杉並区歯科保健医療

センター」及び「杉並区休日等夜間調剤薬局」の設置状況を実地監査

対象とした。 

② 区施設におけるＡＥＤ設置・管理状況について、次の基準で施設を選

定し実地監査対象とする。（令和元年 10月現在 327台設置） 

・過去３年以内に使用実績のある例（８件）のうち、施設内部において

利用者に対してＡＥＤを使用した施設を対象として抽出し、ＡＥＤの

電気ショックによる除細動が行われ、機器を活用することができた施

設。 

・機器の設置以来、３回以上にわたり施設内のＡＥＤを使用したことが

ある施設。 
 

    ［実地調査施設］ 

① 杉並区の休日等夜間急病診療体制の確認のため、杉並保健所内に設

置されている「杉並区休日等夜間急病診療所」、「杉並区歯科保健

医療センター」、「杉並区休日等夜間調剤薬局」、「輪番診療施設

（２か所）」及び「杉並区小児急病診療体制の確保に関する委託契

約病院（１か所）」の運営状況を委託実施日に監査委員事務局職員

が実地調査をした。  

② 杉並区急病医療情報センター委託事業者の医療情報提供体制等確認

のため同センターの運営状況を監査委員事務局職員が委託時間帯に

実地調査をした。 
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第２ 国・都・区の役割分担と区の関連施策等について  

 

１ 杉並区の地域特性 

  杉並区は、東京都区部の西端に位置し、令和２年１月１日現在の人口は

574,118 人である。その内訳は０歳から 15 歳が 63,831 人、16 歳から 64 歳は

390,711 人、65 歳以上は 119,576 人となっており、高齢化率は 20.8％となっ

ている。また、75 歳以上の後期高齢者は 63,988 人で後期高齢者割合は 53.5％

となっている。 

 

（図 1） 杉並区の人口の推移 

 

       （厚生労働省 地域包括ケア「見える化」システムから令和２年４月取得） 

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）

年推計）によれば、令和 27 年には東京都の高齢化率は 30.7％、杉並区の高齢

化率は 32.9％になると推計されている。 
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２ 保健医療を取り巻く環境について 

  わが国の保健医療を取り巻く環境は、高齢者人口の増により大きな変化を

遂げている。 

「急速に少子高齢化が進む中、我が国では、2025(令和 7)年までにいわゆる

「団塊の世代」が全て 75歳以上となり、超高齢社会を迎える。こうした中で、

国民一人一人が、医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れ

た地域で安心して生活を継続し、その地域で人生の最期を迎えることができ

る環境を整備していくことは喫緊の課題である。」と厚生労働白書（平成 30

年版）の中で述べられているように、高齢者への保健医療サービスは大きな

課題となっている。 

 

(図２) 全国の高齢化の推移と将来推計 

（平成 30 年版 高齢社会白書（内閣府）） 
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３ 杉並区総合計画・杉並区実施計画体系と主要施策 

杉並区では、杉並区総合計画の目標の一つを「健康長寿と支えあいのまち」

と定め、構成する施策に「地域医療体制の充実」を置き、さらには杉並区実行

計画において、地域医療体制の充実を図るための施策の柱に、①救急医療体制

の充実、②災害時医療体制の充実、③在宅医療体制の充実、④感染症対策の推

進を定め、関連する施策を進めている。 

 

 

 

 

    目標 ４ 健康長寿と支えあいのまち 

           

               

  

            

施策 12 地域医療体制の充実 

          ○救急医療体制の充実（監査対象） 

 
○災害時医療体制の充実 

○在宅医療体制の充実 

○感染症対策の推進 

 

 

杉並区総合計画（10 年プラン） 

─区の最上位の計画、区政運営の指針─ 

杉並区実行計画(３年プログラム） 
─基本構想実現の具体的道筋となる計画─ 

杉並区保健福祉計画 
─財政の裏付けを持つ 3 か年計画─ 杉並区健康づくり推進条例 
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４ わが国における保健医療制度 

特に区民の日々の生活と密接な関係のある救急医療は、社会環境や疾病の

変化に伴い、地域における初期救急対応力の向上が必要である。戦後これまで

のわが国の保健医療制度等の主な変遷と東京都・杉並区の対応等をまとめると、

別紙資料１のとおりである。 

  この中で、わが国の医療提供体制に関する基本的なルールを定めた法律が

医療法（昭和 23年７月 30日法律第 205号）である。医療法は、医師法、歯科

医師法、保健婦助産婦看護婦法といった資格に関する法律とともに制定され 

 ている。 

 医療法の中において救急医療は、第 5章「医療提供体制の確保」に規定されて

いる。同章においては、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を

図るために、医療計画や医療従事者の確保などについて規定されている。  

  その主なものとして、昭和 39年に救急医療機関告示制度が定められ、救急

隊が搬送した患者を受け入れる医療機関の確保体制が整備された。さらに、昭

和 52 年に開始された「救急医療体制の整備事業について」（昭和 52 年７月

６日医発第 692 号厚生省医務局長通知）を契機として初期救急医療体制、第

二次救急医療体制、第三次救急医療体制が発足し、現在に至っている。 

  この体制を図示すると図３のとおりである。 

 

（図３） 救急医療体制 

 

       (厚生労働省ホームページから) 
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さらに医療法第 30 条の３第１項の規定により、わが国の医療提供体制に対

する国民の安心、信頼の確保に向けて、医療計画制度の中で医療機能の分化・

連携を推進し、地域において切れ目のない医療の提供を実現することにより、 

良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図るための基本的な事

項を示した「医療提供体制の確保に関する基本方針(平成 19 年３月 30 日）」

が、厚生労働大臣告示により示されている。これを受けて、東京都はこの基本

的な方針に即した医療提供体制の確保を図るために医療計画を策定している。 

医療計画は、保健医療圏という区域を単位として策定することになる。 

東京都における保健医療圏についての考え方は次のとおりとなっている。 

 

（表 1） 各保健医療圏の内容 

保健医療圏 内  容 

一次保健医療圏 地域住民の日常生活を支える健康相談、健康管理、疾病予防や頻度

の高い一般的な傷病の治療など、住民に密着した保健医療サービス

を、福祉サービスと一体となって総合的、継続的に提供していく上での

最も基礎的な圏域であり、その体制の整備を図るための地域的単位とし

て、区市町村の区域を位置づけた。 

二次保健医療圏 原則として特殊な医療を除く一般の医療ニーズに対応するために設定

する区域で、入院医療を圏域内で基本的に確保するとともに、医療機

関の機能連携に基づく医療サービスと広域的、専門的な保健サービス

との連携などにより、都民に包括的な保健医療サービスを提供していく

上での圏域であり、その整備を図るための地域的単位。 

三次保健医療圏 一次及び二次の保健医療体制との連携の下に、特殊な医療提供を確

保するとともに、東京都全域での対応が必要な保健医療サービスを提

供する上での区域であり、その体制を整備していくための地域的単位。 

医療法第 30 条の４第２項第 13 号の規定により、特殊な医療などを提供

する病院の病床確保を図るべき地域的単位として設定する医療計画上

の区域でもあり、医療法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 30

条の 29 第 2 号において、都道府県を単位として設定することが定めら

れている。 

                   （平成 30 年 4 月「東京都保健医療計画」から） 
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５ 都の医療計画 二次保健医療圏について 

東京都における医療法に基づく地域医療計画は、平成 28 年７月に東京都保

健医療計画に追記する形で策定され、平成 30 年３月の東京都保健医療計画改

定に合わせて医療計画と一体化されている。そもそも地域医療計画とは、平成

26年６月に成立した「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するた

めの関係法律の整備等に関する法律」の３つの柱のひとつであり、地域医療構

想の策定による地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保という

観点から二次保健医療圏単位での策定が原則とされている。 

都の医療計画において、杉並区は「区西部保健医療圏」として新宿区及び中

野区と一体的な二次保健医療圏として位置づけられている。保健医療圏は、病

院の病床及び診療所の整備を図るべき地域単位として設定されていることか

ら、一般の病床については、二次保健医療圏を単位として基準病床数が定めら

れている。そのため既存の病床数が基準病床数を上回る圏域における病院及び

有床診療所の開設は、原則としてできず、開設の中止、増床数の削減等の知事

の勧告の対象となる。 

また、厚生労働省方針においては、地域医療は、二次保健医療圏を一体の区

域として入院に関わる医療を提供する体制の確保を図ることが求められてお

り、二次保健医療圏内で必要な医療が完結できることが望ましいとされている。 

 

（表２） 都内の区部の各二次保健医療圏の基準病床と現況 

 

二次保健医療圏  

人口 

H27 国勢調

査  

基準病 

床数  

既存病 

床数 

(H31.4.1) 

過不足 

区中央部（千代田・中央・港・文京・台東） 860,669 5,827 13,320 7,493 

区南部（品川・大田） 1,103,937 8,112 8,060 △52 

区西南部（世田谷・渋谷・目黒） 1,405,501 9,592 9,771 179 

区西部（新宿・中野・杉並） 1,225,772 8,291 10,361 2,070 

区西北部（練馬・板橋・北・豊島） 1,915,881 14,684 14,473 △211 

区東北部（足立・荒川・葛飾） 1,325,299 10,077 10,077 0 

区東部（墨田・江戸川・江東） 1,435,681 8,993 8,768 △225 

小   計 9,272,740 65,576 74,830 9,254 

  （平成 30 年 4 月「東京都保健医療計画」及び東京都ホームページから作成）  

 

 区西部保健医療圏は、平成 30 年３月に改定された東京都保健医療計画にお

いて「基準病床数」が前計画よりも 2,257床引き下げられたことにより従前と

は逆に病床過剰の状態となっている。このことにより、区民意向調査等におい
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て見受けられる三次救急医療に対応できる医療施設の誘致・整備促進要望につ

いては、区内に三次救急病院が存在していなくても新規に整備促進することは

困難な状況となっている。 
 

  東京都における救急医療体制とその事業主体は以下のとおりとなっており、

区は初期救急部分を受け持って施策を進めていくこととなっている。 
 

（表３） 都内における救急医療体制と事業主体 

区 分 事 業 名 診療時間帯 事業主体 

初期救急 休日診療 （内科・小児科） （輪番制） 休日昼間 区 

休日診療 （耳鼻科・眼科） （輪番制） 休日昼間 都 

休日診療 （歯科） （輪番制・一部固

定制） 

休日昼間 区 

準夜診療 （内科・小児科） （輪番制） 休日の準夜 区 

休日夜間急患センター （固定制） 平日夜間 

休日の昼間・準夜 

土曜準夜 

区 

二次救急 休日・全夜間診療 （固定制） 休日及び全夜間 

（内科系・外科系・

一部で小児科） 

都 

休日診療 （耳鼻科・眼科）（輪番制）  休日昼間 都 

特殊救急 

 熱傷（輪番制） 

 精神（固定制） 

（熱傷） 

 土曜夜間・休日 

（精神） 

 土曜夜間・休日 

 休日及び全夜間 

都 

三次救急 救命救急センター （固定制） 全日 24 時間 都 

（東京都ホームページから） 

 

 このような中で、区では「杉並区独自の救命救急体制構築に向けて」－救急医

療システム検討専門家会議報告―が平成 16年３月になされ、この報告を受けて

区民が安心して適切な救急医療を受けられるよう、区内医療機関等連携のもと

に、杉並区独自の救命救急体制を確立することを目的として、杉並区救急医療連

絡会が設置された。同連絡会においては、区内の救急医療連携に関すること、杉

並区急病医療情報センターの管理運営及び評価に関すること、その他救急医療

の推進に関することを協議事項としている。 

 平成 22 年３月には、杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会報告書が取

りまとめられており、杉並区を一つの保健医療圏とみなし、杉並区における医療

提供体制の現状と課題を分析するとともに、今後の杉並区における地域医療提

供体制の充実に向けた提言を取りまとめている。（別紙資料２） 
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第３ 監査の結果 

 

視点１ 急病医療情報センターの運営体制等は、都と区の役割分担等を踏まえ

て適切になされているか。また、区民の利用しやすいものとなっているか。 

 

１ 杉並区急病医療情報センターの設置経緯等について  

杉並区急病医療情報センターは、平成 17 年 1 月から運営が開始された。 

区内に高度救命機能を有する大規模病院（三次救急病院）がなく、加えて平成 16年

当時は小児救急の二次救急病院も存在しないという状況を背景として、心疾患・脳

血管障害等の区民の主要な救命救急ニーズについて、概ね区内で対応できる医療

体制を整備するため、「杉並区急病医療情報センター運営要綱」（平成 17 年 2 月１４

日杉並第 76582 号）を定め、区民の急病などの緊急時に 24 時間 365 日いつでも医

療相談や医療機関の案内を受けられる、杉並区独自の医療情報センターとして開設

した。 

 

 

２ 杉並区急病医療情報センターの利用状況等について 

杉並区急病医療情報センターは、23 区の他自治体と比べても充実したサービス

であった。平成 17 年に制度化が図られて以降、22 年度までの利用者件数等の内

訳は次のとおりである。 

 

（表 4-1 ） 急病医療情報センター利用状況① 

 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

利用件数

(件) 
21,035 27,940 32,576 31,742 39,172 30,838 

経 費 

(千円) 
47,800 47,800 47,800 63,800 63,630 63,630 

                       （杉並保健所） 

  導入以来、継続的なＰＲ等に努めた結果、利用件数は年々増加した。 

一方で、都や東京消防庁が実施する類似のサービスが次第に充実したことな

どから、類似事業との整合性を図るため、当初の 24 時間 365 日の情報提供の

見直しを図り、平成 23 年度から開設時間及び、サービス内容も見直しを図っ

て現在に至っている。 

  

  ○平日夜間            午後 8時～午前 9時（翌日） 

  ○土･日･休日･8/13～15･年末年始  午前 9時～午前 9時（翌日） 
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平成 23年度以降の利用実績等の状況は以下のとおりである。 

 

（表 4-2） 急病医療情報センター利用状況② 

 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 30 年度 

利 用 件

数 (人) 
19,105 22,047 20,027 18,331 13,257 12,773 10,060 13,330 

経 費 

(千円) 
53,130 31,238 31,080 31,968 31,806 31,752 31,752 23,966 

                             （杉並保健所） 

平成 30 年度に急病医療情報センターに寄せられた電話は 13,330 件であり、

診療科目別年齢別の相談件数は次表のとおりとなっている。診療科目では、小

児科と内科で全体の 60％を超える相談等がある状況となっている。続いて、

整形外科・外科が 12.76％、耳鼻咽喉科が 6.45％などの順になっている。 

 

（表５） 平成 30年度診療科目別相談件数 

診療科目領域 累 計 

(件) 

比 率 

(％) 

年 齢 内 訳 (件) 

0～15歳 16歳以上 不 明 

小児科 4,597 35.02 4,579 0 18 

内科 3,340 25.45 12 3,196 132 

外科 498 3.79 163 309 26 

整形外科 1,178 8.97 473 667 38 

耳鼻咽喉科 846 6.45 397 429 20 

皮膚科 543 4.14 201 320 22 

眼科 310 2.36 124 175 11 

脳外科 512 3.90 304 195 13 

泌尿器科 153 1.17 26 122 5 

産婦人科 106 0.81 6 94 6 

精神科・心療内科 86 0.66 7 77 2 

その他の診療科 957 7.29 126 794 37 

合  計 13,126 100.0 6,418 6,378 330 

※診療科目重複回答あり。                 （委託事業者報告集計） 

 

また、診療科目別相談件数の合計件数(13,126 件)のうち、約 48.9％(6,418

件)が 15 歳以下の小児の患者の相談、残りの約 48.5％(6,378 件)が 16 歳以上

の大人の患者からの相談であることから、年齢不明者を除くと小児と大人がそ

れぞれ約半分となっている。 
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 同年度における急病医療情報センターへの通話状況（時間帯別）を集計する

と次表のとおりとなっている。 

 

（表６）曜日・時間別電話受付状況                     （件） 

時間帯 0～3 3～6 6～9 9～12 12～15 15～18 18～21 21～0  計 

平 日 575 292 401 250 148 129 1,156 1,471 4,422 

土日祝 344 212 871 1,880 1,353 1,667 1,685 896 8,908 

※年末年始及び 8/13～15 はその曜日にて集計              （委託事業者報告集計） 

 

 

３ 急病医療情報センターの契約について 

急病医療情報センター委託事業者との契約に関連して調査を行なったとこ

ろ、区が毎月提出を求めていた書類は概ね期限までに事業者から提出されてい

た。 

一方で、委託事業者との契約書においては、相談者とオペレータの通話記録

の音声データは保存期間を３か月とし、経過期間後は速やかに消去する旨の記

述があり、さらに様式例 5により廃棄報告の様式も示されているが、報告書の

提出の確認はできなかった。 

また、専門性の高い対応困難事例対応として、バックアップ医師の対応を仕

様書で求めているため、配備の状況について聴取したが、1名の医師が情報セ

ンター内に常駐し即時対応が可能となっていることを実地調査で確認した。 

 

 

４ 急病医療情報センターの運営評価について 

 杉並区救急医療連絡協議会設置要綱によると、急病医療情報センターの管理

運営及び評価に関すること、区内の救急医療連携に関することは同協議会で協

議・調整することとされているが、少なくともこの 3年間は開催実績が見あた

らない。また、同要綱の主管課名も組織改正の更新がなされていない状況であ

った。 

 

 

５ 都と区の医療情報提供サービスについて 

東京都においては、医療情報サービスの拡大を継続的に実施してきている。

住民からのニーズの高い「子供の健康相談室（小児救急相談）」は、平成 31年

からサービス時間帯を拡大して対応しており、現在は当区のサービス時間帯と
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同等のものとなっている。 

東京都及び杉並区において現在実施されている保健医療情報サービスをま

とめると次表のとおりである。 

 

（表７） 主な保健医療情報サービスの現状（都・区） 

保 健 医 療 情 報 
サ ー ビ ス 名 

内  容 サービス提供時間 対応者 

東京都医療機関案
内サービス「ひまわ
り」・ｔ-薬局いんふ
ぉ 

都内医療機関の情報提
供 

保健医療相談 午前 9時～
午後 8時 
医療機関案内、夜間休日医
療機関案内 24 時間 

専門相談員（看
護士、助産師
等）。夜間・休
日は夜間休日
案内員委託。 

外国語による情報提供
事業 
（英・中・韓・タイ・ 

スペイン語） 

毎日 9時～午後 8時 
ＡＭＤＡ国際
医療情報セン
ター委託。 

こども医療ガイド 
未就学児を対象とした
医療情報及び子育て情
報がまとまったウェブ 

東京都管轄の Webサイト  

東京消防庁救急相
談センター＃7119 

医療機関の案内、応急手
当のアドバイス 

24 時間受付、年中無休  

子供の健康相談室
（小児救急相談 
＃8000） 

子供の健康・救急に関す
る相談 

平日夜間 
 午後 6 時～午前 8 時(翌
日) 
土曜、日曜、休日、年末年
始 
 午前 8 時～午前 8時 

看護師・保健
師、必要に応じ
小児科医師が
対応。 

杉並区急病医療情
報センター 
（＃7399） 

病院・診療所の案内、急
病対応の説明、小児急病
相談 

平日夜間 
午後 8時～午前 9時(翌日) 
土･日･祝日･8/13～15･年
末年始 
午前 9時～午前 9時(翌日) 

看護師・保健
師、必要に応じ
医師が対応。 

                     （東京都及び杉並区ホームページから） 

 

区民への看護師や医師などの専門職を配置したきめ細やかな医療情報提供

体制を急病医療情報センターにおいて平日深夜時間帯、土・日・祝・年末年始

には一日中サービス提供を実施しているのは当区だけの対応である。 

急病医療情報センターの電話番号の設定においては、短縮ダイヤルを設定し

て区民に覚えやすい番号にするなど工夫が見られることや、聴覚障害者等から

の相談にファックスを併用するなど一定の配慮はなされている。しかしながら、

外国人からの問い合わせ対応には、外国語によるサービスの提供はなされてい

ない。 
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視点２ 区民の安全・安心の確保の視点から、急病診療体制の確保等は適切に

行われているか。また、周知等は適切になされているか。 

 

１ 23区における医療施設の現状 

  各区内における高度医療施設等の立地状況を調査したところ内訳は次表の

とおりとなっている。 

 

（表８） 各区の医療機関の状況 

 
区名 

保健 
医療圏 

救命救急
センター 

こども救

命センタ
ー 

綜合・地域周

産期母子医
療センター 

都立病院

等(公社等
含む） 

大学病
院等 

その他公

的医療機
関等 

千代田 区中央 ○    ○ ○ 

中央 ○  ○   ○ 

港 ○  ○  ○ ○ 

文京 ○ ○ ○ ○ ○  

台東      ○ 

品川 区南部 ○  ○  ○  

大田 ○  ○ ○  ○ 

目黒 区西南部 ○    ○ ○ 

世田谷 ○ ○ ○ ○  ○ 

渋谷 ○  ○ ○  ○ 

新宿 区西部 ○  ○ ○ ○ ○ 

中野       

杉並       

豊島 区西北部   ○ ○   

北      ○ 

板橋 ○ ○ ○ ○ ○  

練馬     ○ ○ 

荒川 区東北部 ○  ○  ○  

足立       

葛飾   ○ ○ ○  

墨田 区東部 ○  ○ ○  ○ 

江東     ○  

江戸川      ○ 

     （平成 30年 4月「東京都保健医療計画」 及び各区ホームページ等から調査作成） 

 ※「その他公的医療機関等」には、医療法 31 条に規定する公的医療機関、同法第 7条の 2第
１項各号に掲げる者、国立研究開発法人及び公益社団法人地域医療振興協会等を含んで作成。 

 

  東京都福祉・衛生統計年報平成 30年度版によると、当区の属する区西部保

健医療圏では保健医療圏全体の病院数の約 46.5％が杉並区にあるが、病床数

では全体の約 25.4％にすぎない。当区より病院数では少ない新宿区に病床数

は保健医療圏の過半数を超える約 57.8％が集中し、大規模な病院が多く立地

している。 
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２ 杉並区内における医療機関の現状 

  救急医療体制の整備は、地域における医療提供体制を示す象徴的な事業で

あるとも言えるものであるが、現在区内における病院数は、20 か所となって

いる。 

医療法では、第１条の５第１項において、病床数が 20 床以上あるかどうか

を基準として、病院と診療所が区分されている。現在の杉並区内の医療機関（病

院）における診療科目等は別紙資料３のとおりであり、それぞれが特色を持っ

て地域医療に貢献している民間の施設であり公立等の施設はない。また、病院

としては比較的小規模から中規模の医療機関が主体となっている。 

各病院の位置を示すと別紙資料４のとおりであり、特定の地域に集中して立

地しているわけではなく、区内のほぼ全域に分布している。区内の病院のうち

救急病院は 9か所であり、過去 5年間同数である。 

 

（表９） 区内及び都内の救急病院数推移             （所） 

 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

杉並区内 9 9 9 9 9 

東京都内 326 329 324 319 317 

                （各年度 東京都「福祉・衛生統計年報」）  

  また、区内の入院床数の推移は、過去５年でほぼ横ばいの状況である。 

 

（表 10） 区内の入院病床推移                  （床） 

 26年 27年 28年 29年 30年 

病  院 2,658 2,695 2,712 2,713 2,713 

有床診療所 116 83 82 62 62 

合  計 2,774 2,778 2,794 2,775 2,775 
                         （杉並保健所） 

※有床診療所：医療法上、19 人以下の患者を入院させるための施設（診療所）であり 
病床を有するが、地域の医療ニーズに合致した医療を提供している場合、 
基準病床の特例として扱われる。 

 

  区内の９か所の救急病院の規模は、21 床から 300 床を超える病院と様々で

あるが比較的小規模の病院が多い。また、７病院が東京都指定二次救急医療機

関であり、診療科目として内科系を標榜している病院が７か所、外科系を標榜

している病院が 6か所、小児科を標榜している病院は 1か所となっている。 

また、都市部の地域特性もあり、当区内に立地していないが、区境から近接

したエリアに立地している二次救急医療機関も複数存在している。 
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３ 救急搬送の現状 

  区内における救急搬送状況は以下のとおりとなっており、微増傾向にある。 

 

（表 11） 区内の救急搬送状況推移                      （人） 

 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

救護者数 22,961 23,078 23,819 23,823 25,054 

搬送者数 22,928 23,055 23,788 23,796 25,029 

※救護者数は、東京消防庁発行「東京消防庁統計書」から 
※搬送者数は、東京消防庁発行「救急活動の現況」から 
※数値は、各年１月～12 月の実績 

 

  東京消防庁の資料によると、救急車が現場に到着するまでの時間は 26 年度

以降少しずつではあるが短縮傾向にある。また、現場から搬送先までの所要時

間は、ほぼ横ばいの状況である。一方で都内における救急出動件数は過去５年

間で 8％増となっており、65歳以上の高齢者の搬送が 30年度では全搬送者の

52.1％、75歳以上では 38.3％であり高齢者の搬送が多い。 

 

（表 12） 通報(出場)から救急車到着までの時間及び救急車到着から搬送先到着までの時間 

 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

出場から到着まで 7 分 54 秒 7 分 45 秒 7 分 30 秒 7 分 19 秒 7 分 02 秒 

到着から病院まで 31 分 53 秒 31 分 55 秒 31 分 24 秒 31 分 07 秒 31 分 28 秒 

合  計 39 分 47 秒 39 分 40 秒 38 分 54 秒 38 分 26 秒 38 分 30 秒 

※数値は、各年１月～12 月の実績。項目ごとに四捨五入しているため合計が合わない場合がある 
※東京消防庁発行「救急活動の現況」から 

 

区内には、急性期対応の各種専門的な機能を担う大規模病院は少なく、特に

救命救急センターや、がん医療・周産期医療※の専門医療機関はない。一方、

脳血管・心疾患の専門医療機関は、脳卒中急性期医療機関※が２病院、東京都

ＣＣＵネットワーク加盟施設※が３施設となっており、平時における一定数は

確保されている。 

また、災害拠点病院※は２病院が指定されており、災害拠点連携病院※に９病

院が指定されている。 

 

※ 周産期医療：周産期とは、妊娠 22週から出生後 7日未満までの期間をいい、合併症妊娠や

分娩時の新生児仮死など、母体・胎児や新生児の生命に関わる事態が発生する可能性が高

くなる期間で、周産期を含めた前後の期間における医療は、突発的な緊急事態に備えて産

科・小児科双方からの一貫した総合的な体制が必要であることから、特に「周産期医療」

と表現されている。 
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※ 脳卒中急性期医療機関：脳卒中発症の疑われる患者が迅速かつ適切な急性期治療を受ける

ことができる体制を確保するため、東京都脳卒中医療連携体制において、当該医療機関が

所定の基準を満たす機関を「脳卒中急性期医療機関」としている。 

 

※ 東京都ＣＣＵネットワーク：急性心筋梗塞を中心とする急性心血管疾患に対し、迅速な救

急搬送と専門施設への患者収容を目的に、1978年に東京都に組織された機構。 

 

※ 災害拠点病院：災害発生時に災害医療を行う医療機関を支援する病院のことで、災害時に

多発する重篤救急患者の救命医療を行なうための高度の診療機能を有し、被災地からの重

症傷病者の受入れ機能を有するとともに、傷病者等の受入れ及び搬出を行なう広域搬送へ

の対応機能、自己完結型の医療救護チームの派遣機能、地域の医療機関への応急用資器材

の貸出し機能を有する病院。都は 80か所を指定している。 

 

※ 災害拠点連携病院：災害時において主に中等症者や容態の安定した重症者の治療等を行う

救急告示を受けた病院等で都が指定する。都は 141か所指定している。 
 

杉並消防署によると、救急搬送者の約 4％が救命救急センターに搬送されて 

おり、その搬送時間は平均 15 分程度である。救命救急センター搬送時間の平

均は、過去 5年間の実績では大きな変化はない。 

 

（表 13） 区内から救命救急センター搬送人数           （人） 

 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

搬送人員数 1,014 1,065 919 964 992 

※杉並消防署調べ 

 

（表 14） 救命救急センターに搬送された場合の搬送時間、最大・最小・平均 

 26 年 27 年 28 年 29 年 30 年 

最大時間 255分 121分 148分 195分 108分 

最小時間 5分 5分 6分 6分 5分 

平均時間 15.6分 14.5分 15.3分 15.0分 15.0分 
※杉並消防署調べ 
※最大搬送時間は、搬送した病院が処置できずに別の病院に搬送した場合を含む 

 

救命救急センターに搬送された人員は毎年約 1,000名程度でほぼ横ばいで推移

している。 

 

救急搬送時においては、救急搬送患者の迅速な受入れが求められる。都保健福

祉局の集計では全都で年間 6,600 件程度搬送困難になる事例が発生しているとの

ことである。都では保健医療圏域ごとに「地域救急医療センター」を整備し、東京消

防庁に「救急患者受入コーデイネーター」を配置して受入先の調整を行う「東京ル

ール」を定めて、救急隊の医療機関選定における調整に効果を発揮している。この
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ルールを制度化したことにより患者の搬送時間の短縮に効果を発揮している。 

 

厚生労働省がまとめた 2025（令和７）年の病床数の見通しにおいては、重傷

者向けの「急性期病棟」は必要量に対して 18 万床の過剰であり、リハビリ用

の「回復期」は 18 万床不足で、高齢患者のリハビリニーズが高まるのに病床

の転換が進まないとされている。このことは、都の保健医療計画においても、

区西部保健医療圏の特徴として「回復期機能が高度急性期機能や急性期機能に

比べ、都内隣接区域を含めた完結度は低い」、慢性期機能が「高齢者人口 10万

人当たりの医療療養病床数は都内平均の 9割」と記載されているなど、団塊の

世代が 75 歳以上を迎える 2025（令和７）年に向けての喫緊の対応課題となっ

ている。 

 

 

４ 区の進めている救急診療確保体制 

  このような外部環境の中、杉並区は、都・区それぞれの役割分担を踏まえ、

区民の医療の確保及び充実のための施策を実施している。その一つが「杉並区休

日等夜間急病診療事業実施要綱」（平成 11 年３月 30 日杉衛管発第 397 号）により

定めた「杉並区休日等夜間急病診療所」での平日夜間、休日及び年末年始等の急

病患者に対する診療事業等の実施である。 

区における事業の実施状況は次のとおりとなっている。 

 

区の進めている施策（一次救急） 

① 杉並区休日等夜間急病診療所（杉並保健所 2階） 

診療科目 平  日 土 曜 日 日・祝・年末年始 

小 児 科 午後 7 時 30 分～ 

 午後 10 時 30 分 
 

内科・小児科・耳

鼻咽喉科 
 午後 5 時～午後 10 時 午前 9 時～午後 10 時 

外   科  午前 9 時～午後 5 時 

 

 

② 輪番診療施設（4か所） 

診療科目 平  日 土 曜 日 日・祝・年末年始 

内 科・小児科  午前 9 時～午後 5 時 

 

  



 

- 22 - 

 

（表 15） 受診者数集計（平成 30年度） 

区 分 日 数

(日) 

患 者

数(人) 

診療科目別患者内訳 30 年度委

託費用計 内科 小児科 外科 耳鼻科 その他 

平日夜間 243 345 0 345 0 0 0  

 

136,222 

千円 

土曜夜間 48 921 304 376 0 241 0 

休日輪番 74 6,496 4,813 1,453 39 13 178 

休日昼間 4,777 1,617 1,822 316 1,022 0 

休日夜間 2,112 869 881 0 362 0 

小 計 365 14,651 7,603 4,877 355 1,638 178 

                                     （平成 30 年度「委託業務報告書」から集計）  

 

休診する歯科医療機関が多い休日に「歯科休日急病診療所」にて急病時の歯

科診療を実施している。診療体制及び診療の実績は以下のとおりである 

 

③ 杉並区歯科保健医療センター（歯科休日急病診療）杉並保健所 5階 

診療科目 平  日 土 曜 日 日・祝・年末年始 

歯  科  午前 9 時～午後 5 時 

 

 

（表 16） 歯科休日急病診療実績 

 26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

30 年度委託

費用 

開所日数 (日 )  72 72 72 72 73 
22,418 千円 

受診者総数（人） 775 696 653 631 688 

             (平成 30 年 4月「杉並区保健福祉事業概要」)          

 

休日等夜間医療機関及び歯科休日急病診療受診後の処方調剤を、「休日等夜

間薬局」（杉並保健所内地下）で実施している。その開設状況及び利用状況は

以下のとおりとなっている。 

 

④ 休日等夜間調剤薬局  杉並保健所地下 

 平  日 土 曜 日 日・祝・年末年始 

薬  局 
午後 7 時 30 分～ 

 午後 10 時 30 分 
午後 5 時～午後 10 時 午前 9時～午後 10時 
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（表 17） 休日等夜間調剤薬局利用状況 

 26 年度 

   

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

 

30 年度委託

費用 

開所日数 (日 )  365 366 365 365 365 
21,098 千円 

処方件数（件）  7,321 7,236 7,820 8,289 7,710 

                                 (平成 30年 4 月「杉並区保健福祉事業概要」) 

 

  また、杉並区における、休日等夜間急病診療事業及び歯科休日急病診療事業

並びに調剤待機事業を円滑に実施するため、「杉並区休日等夜間急病事業等に

関する運営連絡会設置要綱」（平成 14 年 3 月 29 日杉保推発第 394 号）を定

めて連絡会を設けているところである。 

  さらに、子どもを抱える家族の医療面での不安解消を目指し、一般の医療機

関の診療時間外においても小児科を受診できる体制を整えるため、区内の東

京衛生アドベンチスト病院と佼成病院に小児初期救急診療枠を確保している。

佼成病院は平成 29年度から新規委託を行っている。なお、河北総合病院への

委託は、同病院が小児二次救急（休日・全夜間診療事業（小児科）参画医療機

関）に移行したため、経過措置を経て平成 25年度で終了した。 

 

⑤ 小児急病診療体制（協力病院２か所） 

病 院 名 平  日 土 曜 日 日 曜 日 

東京衛生アドベンチ

スト病院 
午後 5 時 00 分～ 

 午後 11 時 00 分 

午前 9 時～午後 5 時 午後 1 時～午後 5 時 

佼成病院 午後 2 時～午後 5 時 午前 9 時～午後 5 時 

 

（表 18） 小児急病診療実績 

病 院 名 26 年度 

    

27 年度 

   

28 年度 

   

29 年度 

   

30 年度 

   

30 年度 

委託費用（円） 

東京衛生アドベン

チスト病院  （人） 
1,209 1,164 963 912 984 12,378,960 

佼成病院  （人）    1,564 1,346 11,927,520 

                (平成 30年 4月「杉並区保健福祉事業概要」) 

 

  杉並区の休日夜間急病体制の委託業務の履行状況を確認するために、令和

２年２月 11 日及び 13 日に事務局職員により実地調査を行った。調査を実施

したいずれの施設も委託仕様書に基づき、適正に開設・診療が行われていた。

輪番診療施設においては、診察中である旨が外部から確認することができた。
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なお、調査当日の受診者数等は以下のとおりであった。 

 

（表 19） 調査日における受診状況 

 区  分 診察(調

剤)人数 

備  考 

2月 11日

(火・祝) 
休日等夜間急病診療所（医科） 95 内科 29,小児科 54,耳鼻

科 12、(うち 外国人 1) 

歯科保健医療センター（歯科） 9  

休日等夜間調剤薬局（調剤） 96 医科 92,歯科 4 

輪番診療施設①（医科） 42 (うち 外国人１） 

輪番診療施設②（医科） 21 (うち 外国人１） 

2月 13日 

(木) 
小児急病診療協力病院 

（東京衛生アドベンチスト病院） 
1 1 歳児 

（平日夜間対応） 

                        （各医療機関報告から集計） 

 

５ 急病診療体制の区民への周知 

休日診療については、区広報紙、区公式ホームページを中心に、ポスターや

医師会ホームページなどの媒体により周知されている。 

区広報紙では、機会あるごとに急病診療体制の掲載を行うとともに、掲載に

際しては、区民が急病診療案内の情報を切り抜いて保存できるようなイメージ

でデザインするなど工夫がなされている。 

ポスターでは、ポケットサイズのチラシをポスターの上に複数枚用意して、

必要な区民はそれを切り取って持ち帰ることができるように配慮するなどの

工夫がなされている。 

 区公式ホームページでは、トップページの上部の位置に、救急医療、防災・

防犯のタブが設置されており、そちらをクリックすることで情報を得ることが

できるため、緊急時にも区民は必要な情報に速やかに接することができる。 

ホームページ内の救急医療情報は多岐にわたっていることから、必要に応じ

てページを移ることになる。休日の輪番医療施設名称や住所等は、区のホーム

ページから杉並区医師会のホームページにリンクされて確認することとなっ

ているが、医師会のホームページは日本語のみの対応であるため、日本語の理

解が十分できない外国人には、どこの輪番診療施設で診療が行われているか確

認できないなど不都合がある。 

また、輪番診療施設は、当番である４施設が診療を行うこととなっているが、

ホームページ上の情報が３施設となっていた事例（令和２年２月）や、救急医

療機関情報の一部が掲載漏れとなっていた事例（令和２年２月）が見受けられ

た。  
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視点３ 初期救急に効果的であるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置・管理・

使用状況はどうなっているか。また、初期救急対応力の向上に向けた救急協力

員養成等の取組は適切になされているか。 

 

１ ＡＥＤ設置の経緯等について 

  厚生労働省が発表した平成 30 年人口動態統計（確定数）の結果によると、

死因別の死亡者の第 1 位は悪性新生物で 37 万 3,584 人（人口 10 万人当たり

の死亡率 300.7）、第 2 位は心疾患で 20 万 8,221 人（同 167.6）第 3 位は老

衰で 10 万 9,605 人（同 88.2）となっており、昭和 60 年に死因の 2 位になっ

た後も、死亡数・死亡率の増加傾向は続いている。 

 

（表 20） 心疾患による死亡者推移 

年  度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

心 疾 患 死

亡者(人) 
196,925 196,113 198,006 204,868 208,221 

死 亡 率 157.0 156.5 158.4 164.4 167.6 

厚生労働省人口動態統計（確定数）から 

 

ＡＥＤは、心臓がけいれんし全身に血液を送り出すポンプ機能を失った状態

（心室細動）になった際、心臓に対して、電気ショックを与え、正常なリズム

に戻すための医療機器であり、平成 16 年７月にＡＥＤの使用に必要な講習を

受けていることなど一定条件の下に医師や救急救命士以外でも使用できるこ

ととなった。 

ＡＥＤの効果は、救急現場に居合わせた人による除細動処置が施行された傷

病者は、収容前心拍再開率が 62.7％、一か月生存率が 52.5％と、救急隊員等

が最初の除細動施行者となった場合の収容前心拍再開率が 20.6％、一か月生

存率が 19.5％となっているのと比較すると早期に使用することで高い効果が

あるとされている。（「平成 30年救急活動の現況」（東京消防庁）による） 

 

 

２ 区における設置状況 

  当区でのＡＥＤの設置は平成 17 年度に区立体育施設、区民センター、区立

障害者施設などから配置を開始し、高齢者施設や学校など設置場所を増やし

てきた。また、平成 27 年度には 23 区で初めて区内を走る清掃事業の車両に

配置するなどした結果、令和元年 10月現在では 327台が区施設等に置かれて

いる。 
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また、緊急時に実際にＡＥＤを使用して適切な救命活動を行うことのできる

区民を増やすためのＡＥＤ操作方法等を含めた救命講習会を継続して実施す

ることや、地域の初期救急対応力向上をめざして「地域における初期救急対応

力整備要綱」（平成 16 年９月 10 日、杉並第 40672 号）を定め、救急協力員

（すぎなみ区民レスキュー）制度を創設し、登録者の養成を行うとともに、ま

ちかど救急隊を認定することで地域住民と一体となった応急手当の普及啓発

を行うなどの取組を進めている。まちかど救急隊は現在、21 団体あり、その

うち６団体には区のＡＥＤを自主管理してもらっている。 

 

（表 21） 救急協力員登録者数推移 

年 度 人数(人） うち普及員資格

取得者（人） 

16～25 年度 2,417 214 

2 6 年 度 156 12 

2 7 年 度 186 17 

2 8 年 度 144 15 

2 9 年 度 140 12 

3 0 年 度 131 6 

合  計 3,174 276 

（平成 30年 4月「杉並区保健福祉事業概要」） 

 

（表 22） 救命講習会開催状況推移 

年 度 開催回数（回） 受講者数（人） 

16～25 年度 941 19,753 

2 6 年 度 112 2,701 

2 7 年 度 184 4,062 

2 8 年 度 163 3,933 

2 9 年 度 146 3,059 

3 0 年 度 143 2,968 

合  計 1,689 36,476 

（平成 30年 4月「杉並区保健福祉事業概要」） 
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３ ＡＥＤの管理状況と使用できる体制について 

区におけるＡＥＤの配備が進み、ＡＥＤを適切に使用できる区民を増やす取

組が進む一方で、区が設置したＡＥＤが使用された例は平成 17 年に最初に導

入されてから 42件（別紙資料５）あり、うち蘇生に繋がった例が 21件発生し

ている。また最近 3年間をみても、28年度に３件、29年度に３件、30年度に

２件あるなど、毎年使用実績があることからＡＥＤは実際に使用する可能性の

高い機器である。 

 

  また、ＡＥＤは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に

関する法律」（昭和 35年法律第 145号）に規定する高度管理医療機器及び特

定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、緊急時

にその効果が充分発揮されないばかりか、生命及び健康に重大な影響を与え

る恐れがある医療機器である。 

  このことから、救命救急においてＡＥＤが使用される際に、その管理不備に

より性能を発揮できないなどの重大な事象を防止するため、「自動体外式除細

動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について」（平成 21年４月 16日付け医

政発第 0416001 号・薬食発第 0416001 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長

通知。以下「厚生労働省通知」という。）により、各都道府県知事あてにＡＥ

Ｄの適切な管理等に関する周知がなされている。（別紙資料６） 

 しかし、この通知以降も一部で適切な管理がなされていない実態があること

から、同主旨の再通知が厚生労働省から平成 25 年９月 27 日付けで再周知さ

れているところである。（別紙資料７） 

この再通知においては、設置されたＡＥＤの維持管理が適切に実施されていな

い原因調査に対して、以下の２点が事由として記載されている 

 ・購入者又は設置者において、維持管理の必要性や重要性についての認識が

不足している。 

 ・点検担当者が変更になった場合や、設置してから時間が経過することによ

り、維持管理への意識が低下している。 

 

これらを踏まえ、当区におけるＡＥＤの管理状況等について把握するために

設置されている部署（学校を含む）にアンケート調査を実施した。調査の主な

結果は以下のとおりである。（複数回答の設問や未回答・端数処理などがある

ため合計 100％とならない） 
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（表 23） 問い：職場からＡＥＤの点検担当者を配置（指名）しているか      (%) 

回  答 区・教育施設 学 校 

配置（指名）している 31.7 19.4 

配置（指名）していない 40.7 33.9 

ＡＥＤを設置している主管課が点検を担当しているため関

与していない 
30.9 59.7 

 

（表 24） 問い：ＡＥＤの点検は実施しているか                              (%) 

回  答 区・教育施設 学 校 

ほぼ毎日実施している 19.5 4.8 

毎週１回程度実施している 3.3 3.2 

毎月 1 回程度実施している 15.4 27.4 

特に実施していない 61.8 64.5 

 

（表 25） 問い：ＡＥＤの点検結果は記録しているか                          (%) 

回  答 区・教育施設 学 校 

記録している 16.3 9.7 

特に記録していない 82.9 87.1 

 

（表 26） 問い：職員(非常勤職員等も含む)のＡＥＤ講座の受講状況について    (%)  

回  答 区・教育施設 学 校 

全員が受講している 50.4 40.3 

おおむね 70％以上の職員が受講している 29.3 46.8 

おおむね 50％以上 70％未満の職員が受講している 8.1 1.6 

おおむね 25％以上 50％未満の職員が受講している 3.3 1.6 

受講した職員はおおむね 25％未満である 3.3 1.6 

わからない（特に把握していない）  5.7 6.5 

その他 0.8 1.6 

 

  これらの調査から、職員のＡＥＤ講座の受講は多くの職場で概ね 70％以上

の職員が受講している。しかしながら、受講した職員が 25％未満である職場

や、「わからない」と回答する職場も散見される。また、ＡＥＤには自己点検

機能があり、当区のＡＥＤはリース契約により導入されていることから、特に

点検を実施していない職場が６割を超えるなどの状況にある。 

  区の設置したものを含め、現在、区内には 800台を超えるＡＥＤがある。そ

れがどこにあるのかを区民に知ってもらうことが不可欠であるため、日本救
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急医療財団と連携をして、区内のＡＥＤの最新の情報を地図情報として区ホ

ームページで示している。 

 また、いざＡＥＤが必要になったときに、それを実際に使える技能を一人ひ

とりが身につけているということが大事な要素であることから、区は、消防署

と連携をして救命救急講習を開催するなどにより、既に延べ３万 6,000人の区

民がその技能を習得し、年間で 3,000人規模の講習会を実施している。  

 

４ ＡＥＤの貸出事業について 

 区内における町会・自治会などの地域イベントが実施される際に区が主催、

共催及び後援する事業においては、区のＡＥＤを貸し出している。貸出対象者

は、心肺蘇生、ＡＥＤの使用方法等の普通救命講習等を受講修了した者として

おり、平成 30 年度は中学校対抗駅伝、杉並区中学生小笠原体験交流事業及び

東京都中学生東京駅伝の各事業において 7台の実績があった。 

 平成 30年度における他区の例を見ると、8区で貸し出しを実施している。 
区名 貸出対象者（要件） 貸出事由（概要） 実績 
中央 医師又は基本的心肺蘇生処置の講

習等を受講し、それぞれの証明書等
の提示ができる者がいる区内の団体
の代表者 

団体が行う各種行事の場合 12 件 

文京 医師又は心肺蘇生処置の講習を修
了し、その証明書等の提示ができる
者を配置する区内の団体 

区内で開催する行事（スポーツ競技、その
他）で区民が参加する場合 
行事は営利を目的としないもの 

2 件 

墨田 ＡＥＤを使用した救命講習を修了す
る等、基本的な心肺蘇生処置の知
識を有する者を配置する団体 

区民が参加するスポーツ競技その他の各
種行事等の場合 
行事は次のいずれかに該当する行事等 
・区が共催、後援、協力する行事等 
・区民が主な対象となるスポーツ競技、イベ
ント、講習会の各種行事等  
行事は営利を目的としないもの 

26 件 

世田
谷 

原則として消防機関等が実施するＡ
ＥＤを使用した救命講習を修了する
等、基本的な心肺蘇生処置の知識
を有する者を配置する行事等を主催
する団体 

区民が参加する又は主催するスポーツ競
技その他の各種行事等の場合 
行事は次のいずれかに該当する行事等 
・区が主催、共催、後援又は協力する行事 
・区民を主な対象となるスポーツ競技、イベ
ント、講習会等の各種行事 
行事は営利を目的としないもの 

27 件 

葛飾 普通救命講習を修了し、その証明書
等の掲示ができる者を配置する団体 

区が共催、後援、協力する区内での行事等 68 件 

江戸
川 

事業を主催する地域団体等の代表
者 

対象となる事業は、次の要件を全て満たす
各種イベント、式典及び講習会等 
・地域団体等が主催するもの 
・主に区内で開催され、区民を主な対象と
するもの 
・事業が営利を目的としないもの 

20 件 

港 町会、自治会、商工団体・消防団等
の区内で活動する団体 

区内で地域行事等を実施又は参加する場
合 

40 件 

品川 イベント等を主催する地域団体 区内で開催される多くの区民が集まるイベ
ント、スポーツ等 
行事は営利を目的としないもの 

14 件 

                                                          (杉並保健所)  
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視点４ 区の健診体制は区民にわかりやすく、また受診しやすいか。 

 

１ 健診の枠組み 

  現在、杉並区の実施している健診は大きく区分すると２つに区分すること

ができる。 

 一つは区民の生活習慣病等の予防、病気の早期発見・治療のため、健康状

態をチェックすることを目的に、実施している３種類の「区民健康診査」であ

り、もう一方ががんを早期に発見し、必要かつ適切な治療につなげることで区

民のがんによる死亡リスクを低減させることを目的に、国の指針に基づいた対

策型検診を実施している「がん検診」という位置づけとなる。これをまとめる

と次のとおりである。 

 

（表 27） 区の実施している健診 

目   的 法令に基づき実施する健診 区独自に実施する健診 

生活習慣病等予防

対策 

○区民健康診査 

①成人等健康診査（40 歳以上で

医療保険未加入者） 

②国保特定健康診査 

③後期高齢者健康診査 

○区民健康診査 

 ①成人等健康診査（30～39 歳

で職域における健診の機会がな

い者） 

がん対策  ○がん検診 

 

区民健康診査の内容は次のとおりである。区が実施する対策型検診は、国の

ガイドラインで示された科学的根拠に基づいて検診を実施することになる。 

 

（表 28） 区民健康診査の内容等 

健診名 対象者 目 的 根拠法令等 

成人等健康診査

（成人等健診） 
① 30～39 歳で職場等の健

診の受診機会のない人 

② 40 歳以上で医療保険に

加入していない人 

生活習慣病予防対策

の一環として、糖尿病

などの疾患の早期発

見を図る 

① 区 の 独 自

施策 

② 健 康 増 進

法 

国保特定健康診査

（国保特定健診） 

40～74 歳の国民健康保険加

入者 

内臓脂肪の蓄積に起

因した生活習慣病に

着目した検査項目で

実施 ※１ 

高齢者の医療

の確保に関する

法律 後期高齢者健康診

査 

後期高齢者医療制度加入者 

※１ 国保特定健診の結果により、生活習慣病発症リスクが高いと判定された方は、生活習

慣改善を目的とした特定保健指導を国保年金課で実施 
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成人等健康診査については、特に 30歳～39歳の層において健診機会の有無

を把握する適当な方法がなく、正確に対象者を特定することが困難であるとい

った課題が残っている。 

 

国保特定健康診査を実施するにあたり、特定健康診査等実施計画を「高齢者

の医療の確保に関する法律」の規定により策定することとされている。同計画

は、保健事業の中核となる特定健康診査等の基本的な事項を示すものである。 

区では策定にあたり、保険者としての保健事業を総合的に企画し、より効率

的かつ効果的に実施することができるように、「国民健康保険法第 82 条第 5

項に基づく保健事業の実施等に関する指針」に基づき策定するデータヘルス計

画※と一体化して「杉並区国民健康保険第二期データヘルス計画・杉並区国民

健康保険第三期特定健康診査等実施計画」（以下「特定健康診査等実施計画」

という。）を平成 30 年３月に策定している。また、現在の計画は、国の指針

に基づき、平成 30～35年度を計画期間としているものである。 

なお、国保特定健康診査は、杉並区医師会及び近接区医師会、その他、区が

委託契約する健診実施医療機関で個別健診として実施している。 

※ データヘルス計画：国民健康保険被保険者の現状を把握し、医療・健康情報の分析結果

から、健康課題を明確化したうえで、実施する保健事業計画。 

 

加えて区では、「杉並区がん対策推進計画」に基づき、がん予防に関する知 

識の普及啓発、がん検診の推進に取り組んでいる。がん検診は、がんを予防し、

早期に発見し、必要かつ適切な治療に繋げることで区民のがんによる死亡リス

クを低減させることを目的に、国の指針に基づいた対策型検診を実施している。 

健康増進法（平成 14 年法律第 103 号）に基づき区市町村が実施する対策型

検診は、がんによる死亡率の減少が科学的に証明されている５つのがん（胃が

ん、肺がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん）を対象としている。 

  平成 28 年から、胃がん検診胃部エックス線検査の対象年齢を従前の 35 歳

以上から 40 歳以上に変更し、新たに胃がん検診胃内視鏡検査（対象は 50 歳

以上）を開始した。 
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区で実施しているがん検診は次のとおり。 

 

（表 29） 区で実施しているがん検診             （監査ヒアリング資料） 

検診名 対象者 内容 受診間隔 

胃がん検診※1
    

 胃部エックス線検査 40歳以上 ○問診 

○胃部エックス線検査 

１年に１回 

 胃内視鏡検査 50歳以上 ○問診 

○胃内視鏡検査 

２年に１回 

肺がん検診 40歳以上 ○問診 

○胸部エックス線検査 

○喀痰細胞診※2
 

１年に１回 

子宮頸がん検診 20歳以上の女性 ○問診 

○視診 

○内診 

○子宮頸部の細胞診 

２年に１回 

乳がん検診 40歳以上の女性 ○問診 

○乳房エックス線検査
※3
 

２年に１回 

大腸がん検診 40歳以上 ○問診 

○便潜血検査 

１年に１回 

前立腺がん検査※4
 50･55･60･65･70

歳の男性 

○ＰＳＡ検査  

※１ 50歳以上の方は、どちらか一方を選択 

※２ 50歳以上で喫煙指数が 600以上の方のみ実施 

※３ 40歳代は２方向、50歳以上は１方向撮影 

※４ 対策型がん検診ではなく、前立腺がんの早期発見と知識の普及啓発のため、検査

を希望する方に対し、検査費用の一部を補助する事業として実施 

 

２ 健診受診状況について 

過去５年度の区民健康診査の受診状況は以下のとおりとなっている。 

 

（表 30） 区民健康診査（成人等健康診査）受診状況 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数(人) 97,194 96,887 96,124 95,020 93,899 

受診者数(人) 5,643 4,969 4,793 4,392 4,175 

受診率（％） 5.8 5.1 5.0 4.6 4.4 

                                                        （杉並保健所） 

 ※成人等健康診査の対象は職場で健診を受ける機会のない人であるが、対象者数は対象人口全員で計算。 
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（表 31） 区民健康診査（国保特定健康診査）受診状況 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数(人) 85,454 83,248 79,341 76,469 73,915 

受診者数(人) 41,071 40,100 38,741 36,897 35,571 

受診率（％） 48.1 48.2 48.8 48.3 48.1 

                                                       （国保年金課） 
※国保特定健康診査の数値は対象者、受診者とも法定報告数値。 

※法定報告数値：年度内通じて国保被保険者でいる方を対象とし、年度途中の国保加入者及び脱退者を除く。 

 

（表 32） 区民健康診査（後期高齢者健康診査） 

 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 

対象者数(人) 54,158 54,772 56,129 57,408 58,633 

受診者数(人) 32,327 32,826 33,250 32,776 32,762 

受診率（％） 59.7 59.9 59.2 57.1 55.9 

                                                       （国保年金課） 

  当区の特定健康診査等実施計画における国保特定健康診査受診率の目標値

は、平成 30 年度は 50.0％であったが、実績値は 48.1％と目標値を下回るこ

ととなった。また、過去 5年間の推移を見ても受診率は横ばいの状況である。

23区における特定健診受診率は次図のとおりとなっている 

    

（図 4） 23区国保特定健診受診率（平成 29年度） 

 

   杉並区は、23 区中で上位 3 位の受診率となっている。これは、受診率向

上に向けて個別通知による受診勧奨、電話による受診勧奨、年齢等のターゲ

ットを絞った受診勧奨、かかりつけ医からの受診勧奨を適切に組み合わせ

て実施していることによるものと考えられる。 
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（表 33） 23区国保特定健診受診率向上に向けた取組状況（平成 29年度） 

 
区 名 保健 

医療圏 
Ａ：個別通知に
よる受診勧奨 

Ｂ：電話による
受診勧奨 

Ｃ：年齢等のタ
ーゲットを絞っ
た受診勧奨 

Ｄ：かかりつ
け医からの健
診受診勧奨 

千代田 区中央 ○    

中央 ○  ○  

港 ○ ○ ○ ○ 

文京 ○    

台東 ○    

品川 区南部 ○  ○ ○ 

大田 ○  ○ ○ 

目黒 区西南部 ○  ○  

世田谷 ○  ○  

渋谷 ○  ○  

新宿 区西部 ○ ○ ○ ○ 

中野 ○  ○  

杉並 ○ ○ ○ ○ 

豊島 区西北部 ○ ○ ○ ○ 

北 ○  ○ ○ 

板橋 ○ ○ ○  

練馬 ○  ○ ○ 

荒川 区東北部 ○  ○  

足立 ○ ○ ○  

葛飾 ○ ○ ○  

墨田 区東部 ○ ○ ○  

江東 ○  ○  

江戸川 ○ ○ ○ ○ 

       （平成 31 年 3 月「東京都の健康・医療情報にかかるデータ分析事業報告書」） 

  [取組の分類] 

   Ａ 個別通知（葉書、手紙、電子メール等）による受診勧奨 
  Ｂ 電話による受診勧奨 

Ｃ 年齢等のターゲットを絞った受診勧奨 
Ｄ かかりつけ医からの健診受診勧奨 
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   また、がん検診の近隣区を含めた受診率（東京都の対象人口率を使用した 

場合）は次のとおりである。 

 

（表 34） 近隣区におけるがん検診受診率                 （％） 

 胃がん 肺がん 子宮がん 乳がん 前立線がん 大腸がん 

杉並 11.6 11.9 17.1 24.3 10.4 26.9 

世田谷 8.3 14.5 21.2 20.9  14.8 

中野 1.4  19.1 20.8  27.7 

豊島 12.3 7.2 23.3 26.8 15.1 9.9 

板橋 2.4 2.2 10.4 12.1 26.9 34.0 

練馬 7.0 10.2 15.6 23.8 10.1 21.6 

                             （杉並保健所） 

各区のがん検診受診率をみると、がんの区分ごとによる受診率の差異が大き

い。東京都保健福祉局が取りまとめた「東京都の健康・医療情報にかかるデー

タ分析事業報告書（平成 31 年 3 月）」によれば、被保険者の利便性の観点か

ら、特定健診と同日・同場所でがん検診を実施することにより、受診率の向上

があるため、当区においては 5つのがん検診（胃がん、肺がん、大腸がん、子

宮頸がん、乳がん）すべてにおいて特定健診と同日実施により受診率の向上を

図っている。 

 

平成 28 年度に厚生労働省が実施した「国民生活基礎調査」によると、健診

や人間ドックの受診状況は、40～74 歳人口における健診受診率が 71.0％であ

り、健診や人間ドックを受けなかった者について、受けなかった理由をみると、

「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」が 33.5％と最も高く、次

いで「時間が取れなかったから」、「面倒だから」となっている。年齢階級別

にみると、「20～29歳」では「面倒だから」、30代から 50代は「時間が取れ

なかったから」、60 代以上は「心配な時はいつでも医療機関を受診できるか

ら」が最も高くなっている。 

  特定健康診査等実施計画によれば、平成 24 年度から 28 年度の特定健康診

査受診者の受診動向として、毎年受診する者と１度も受診しない者に分かれ

る傾向があり、毎回受診する層は女性が多く、１度も受診しない者は男性が多

くなっている。未受診の理由を電話勧奨時に尋ねたところ、「指定外の医療機

関で受診した（かかりつけ医含む）」、「自己都合（忙しい等）」が上位の理

由である。 
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視点５ 少子高齢化による地域医療体制が変化する中で、区民が安心して医療

を受けられる体制づくりはどうなっているか。 

 

１ 初期救急医療体制について 

毎年杉並区が実施している区民意向調査では、区の休日・夜間の救急医療体

制への不安について継続して調査している。同調査の調査結果を見ると平成

15 年度には 42.4％が不安を感じないと答えたに過ぎなかったが、平成 25 年

度以降は 70％を超えるようになり、この間の区や都の施策が一定の評価がな

されていると考えられる。 

一方で、最近 5年間は、不安を感じないと回答する区民の割合がほぼ横ばい

の状況となっている。 

また、不安であると考える区民は依然として全体の 4 分の 1 を超えており、

また、同調査における自由意見においては、大学病院などの信頼のできる病院

の誘致、日曜・休日の診療医療機関情報の充実、健康診断・予防接種に対する

経費補助等への要望があった。 

 

各区における初期救急医療体制は、東京都保健医療計画（平成 30 年 3 月）

によると別紙資料８のとおりとなっており、各区それぞれの取組を進めている

状況である。 

  

（表 35） 区の休日・夜間の医療体制に不安を感じない割合 

 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 
割合(％) 59.6 70.8 70.7 72.6 73.5 74.9 74.2 

                        （各年度区民意向調査） 

 

２ 母子保健に関する取組 

日本の母子保健は、乳児死亡を減少させることを最大の目標に開始された。

東京都保健福祉局のまとめた「母子保健事業の歴史と役割」によると、都にお

ける乳児死亡率は、平成 28 年現在出生 1000 に対して 1.98 であるが、明治か

ら大正期は 190～160 と高く、主な死因は出産に関連する疾患や障害、肺炎等

の感染症であった。 

  母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置を

講じ、もって国民保健の向上に寄与する目的を持って昭和 40年に制定された

母子保健法により、自治体の行う母子保健事業の役割の具体策がとられるこ

とになった。 

. 
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  また、地域保健対策強化のための関係法律の整備に関する法律が平成 6年

法律第 84 号をもって交付され、住民に身近で頻度の高い保健サービスにつ

いては市町村で一元的かつきめ細かい対応を図ることとなった。これに伴い

母子保健法の一部が改正され平成 9年 4月から都道府県等の行っていた健康

診査や訪問指導が移譲されている。 

 

（図 5） 

 
                      （厚生労働省ホームページ資料） 

 

３ 地域における医療ニーズ 

  国では、社会保障制度改革推進法（平成 24年法律第 64号）の成立により、

社会保障改革の全体像や必要な財源確保のための具体的な検討が進められて

きた。社会保障制度改革国民会議報告書（平成 25年 8月）（以下、「国民会

議報告書」という。）を踏まえた医療・介護分野の方向性においては、高齢化

の進展により、疾病構造の変化を通じ、必要とされる医療の内容は、「病院完

結型」から、地域で治し支える「地域完結型」に変わらざるを得ないことを背

景として、改革の方向性を、 

・急性期医療を中心に人的・物的資源を集中投入し、早期の家庭復帰・社会

復帰を実現するとともに、受け皿となる地域の病床や在宅医療・介護を充

実し川上から川下までの提供者間のネットワーク化の推進。 
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・地域ごとに医療、介護、予防に加え、本人の意向と生活実態に合わせて切

れ目なく継続的に生活支援サービスや住まいも提供されるネットワーク

（地域包括ケアシステム）の構築。 

・国民の健康増進。疾病の予防及び早期発見等を積極的に促進。 

などを改革の方向性として示している。 

 

区では、高齢者等が安心して地域で住み続けられるように、「在宅医療推進

連絡協議会」を通じて医療・介護連携の強化を推進するとともに相談の充実を

図っている。 

平成 30 年４月からは、ウェルファーム杉並・複合施設棟内に在宅医療・生

活支援センターを開設し、区民や医療・介護関係者の相談支援や医療・介護関

係者の人材育成、在宅医療に関する普及啓発に取り組み、区内の在宅医療を推

進する体制を築いた。令和３年度に特別養護老人ホーム棟が開設された際には

同棟内に設置する診療所や訪問介護ステーション等と連携して相談支援や急

病及び夜間・休日のバックアップ体制を強化し、在宅医療を支える取組をさら

に充実する予定となっている。 

 

(図 6) 杉並区在宅医療を支えるしくみ 

 

                          (杉並区ホームページ) 

 

また、国民会議報告書では、医療改革は提供側と利用者側が一体となって実

現される「必要なときに必要な医療にアクセスできる」という意味でのフリー

アクセスを守るためには、「かかりつけ医」の普及が必須とされている。 
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区では「杉並区かかりつけ医機能推進事業実施要綱」（平成 9年 4 月 1日杉衛

地発第 31 号）を定め、地域で適切な医療を受けられる体制づくりに努めてき

た。 

 

令和元年度杉並区区民意向調査において「かかりつけ医」等を決めているか

の質問に、医科では「決めている」が 59.1％、歯科では 69.2％、薬局では 41.3％

となっている。この割合は、医科・歯科・薬局いずれも前年度の調査と比べて

増加している。 

 

（表 36） かかりつけ医等を決めている区民の割合 

 内  訳 割合(%） 内  訳 割合(%) 計 

医科 決めており、定期的に

受診している 

38.0％ 決めてはいるが、最近は

受診していない 

21.1％ 59.1％ 

歯科 44.8％ 24.4％ 69.2％ 

薬局 決めている 41.3％   41.3％ 

                       （令和元年(第 51 回)区民意向調査） 
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第４ 監査の意見 

 

総括的な意見 

 今回、「地域における救命・医療体制について」を行政監査テーマとして取り

上げ、所管部局に対する説明聴取、実地監査及び資料調査等を行った結果、施策

の水準については、一定レベルを維持していると評価することができる。 

以下、監査の主な視点ごとに、区民の安全・安心の確保の立場にたち、円滑な

救命・医療体制の充実を目指す観点から、評価できる点とともに、改善や検討が

必要と見受けられる事項について監査の意見を申し述べる。 

 

監査の主な視点ごとの意見 
 
視点１ 急病医療情報センターの運営体制等は、都と区の役割分担等を踏まえ

て適切になされているか。また、区民の利用しやすいものとなっているか。 

 

１ 急病医療情報センターの運営について 

区は、平成 17 年から独自に杉並区急病医療情報センターを設置し、これまで

継続的に急病時の相談及び医療機関案内等を実施して、きめ細かい情報提供を

行ってきたことは区民の安心・安全の視点から評価できるものである。 

区民の生の声を聴くことは大事であり、同センターの事業を継続していくこと

は必要であると考えるが、一方で、都においても同様なサービスを実施し充実を

図っていることから、重複しているサービス内容については検証を行い、適宜、

必要な見直しを行われたい。 

また、保健所においては、区民からの相談内容等について取りまとめ、保健所

内だけではなく、医師会や消防などの関係団体と情報の共有を図るなどにより、

区民の医療に対するニーズを医療現場に反映していくことなどが大切となる。 

 杉並区救急医療連絡協議会設置要綱によると、急病医療情報センターの管理

運営及び評価に関すること、区内の救急医療連携に関することは同協議会で協

議・調整することとされているが、少なくともこの 3 年間は開催実績が見あた

らない（Ｐ.15）。また要綱の主管課名も組織改正の更新がなされていないなど、

必要な見直しを実施するための制度が形骸化しているのではないかと不安を覚

えるところである。 

救急医療連絡協議会を活性化させ、同協議会における議論を踏まえた施策の

検証を実施することや、急病医療情報センターに寄せられた相談等をとりまと

めて協議会の中で共有化し、それぞれの立場から分析していくことなどにより、

さらに区民ニーズに寄り添った施策が実施されるように検討をされたい。 
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２ 急病医療情報センターの契約等について 

 委託契約に伴う事業者の業務履行体制は実地調査の結果、適切になされてい

たものの、契約に基づき提出されるべき書類の一部が未提出であるなどの例が

見受けられた。契約履行後に提出されるべき書類については、提出の有無を確認

し適正な履行確認をされたい。 

 また、今後事業の枠組みを検討する際には、外国人への情報提供の対応方法に

ついての検討やスマートフォンなどの情報媒体を活用したＡＩの利用など、情

報提供の多様化も含めて方法を検討されたい。 
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視点２ 区民の安全・安心の確保の視点から、急病診療体制の確保等は適切に

行われているか。また、周知等は適切になされているか。 

 

１ 救急医療について 

 大規模病院や専門医療機関の数は都の定めた二次保健医療圏ごとに比較する

と東京都保健福祉医療計画では圏域間の大きな格差が生じることのないように

一定の配慮がなされているものの、杉並区が属する区西部保健医療圏では域内

の都心部の自治体に大規模病院や専門医療機関が集中している状況にある。 

 三次救急を担う救命救急医療センターは、少なくとも 400 床以上の規模の総

合的・専門的な医療機能を持つ病院でなくては運営困難とされているが、現在杉

並区内にはそのような病院はないため誘致を求める声もあるが、区西部保健医

療圏全体としては病床過剰地域とみなされている現状等を踏まえると、区内に

三次救急医療施設の新規誘致等をすることは現段階では困難な課題である。 

 加えて、他区の大学病院等誘致事例をみると、土地の確保や建設助成費など数

十億円から場合によっては百億円を超える高額な費用負担が必要となっている。 

交通網が発達した都市部においては、近隣地域に多様で特色ある医療機関が存

在することから、自治体単位に整備することの是非については区民の充分な議

論も必要となる。 

 一方で、区内における救急搬送の大多数は二次救急患者であると考えられる

（Ｐ.19表 11、Ｐ.20表 13）。今後、高齢者医療の需要増により慢性期病床のニ

ーズが大幅に増え続けていくことが想定されている。これらを踏まえたうえで、

急性期医療を増やし充実させる視点も重要ではあるが、医療・介護連携の強化を

推進するなどの施策を着実に実施し在宅医療にシフトすることなどにより、二

次救急医療の対応力を向上させることが、現時点における区民の救急医療確保

の視点からは優先度が高いと考えられる。 

 そのうえで、区民が三次救急医療機関に運ばれた場合の症例等について消防

の協力のもと分析しておくことや、特に発症頻度の高い疾患や夜間休日の小児

救急など区民ニーズの高い領域については、できる限り区内で対応できるよう

に区内の医療機関との連携を図って三次救急医療に準じた救命救急医療体制を

整備していくことなどが求められている。さらには高齢者のリハビリニーズを

踏まえた病床を継続して確保していくことが必要である。 

 

２ 区の施策について 

 区の役割である初期救急体制の確保については、医師会等の関係団体の協力

のもと継続して実施されている。休日等夜間急病診療所、歯科保健医療センター

（歯科休日急病診療）、休日等夜間調剤薬局、輪番診療施設及び小児急病診療の
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各体制が確保されていることは、区民の安全・安心に資するものと考えられる。 

 診療等の体制が確保される中、区民への情報伝達方法等に課題が見受けられ

た。特に、監査期間において、区ホームページに輪番診療施設の掲載漏れ、救急

医療機関の掲載漏れが見つかるなど（Ｐ.24）、情報の正確性を損なう事例があ

った。正確な情報の発信こそが区民の健康維持に直結することからも、情報周知

を図る際は、このようなことが起こらないように充分に確認する体制を整備さ

れたい。 

 また、監査委員事務局の実地調査日においては、休日等夜間急病診療所、輪番

診療施設いずれにおいても外国人の受診実績があった（Ｐ.24表 19）。 

国際化の進展により多くの国の出身者が区内に在住していることから、医療用

に用いることのできるＡＩ翻訳機等の技術動向を注視のうえ、休日等夜間急病

診療所に設置することを検討するなど、外国人が安心して受診することが可能

となるような対応を工夫されたい。 

区公式ホームページにおいては、急病・災害情報を検索できるタブがポータル

ページにあり、急いで探しているときにも容易に確認できるものとなっている

ものの、リンク先については他の自治体等の例も参考に、一定の評価を実施した

うえで見直しをしていくことも必要と考える。 

一例をあげると、厚生労働省研究班及び公益社団法人日本小児学会が監修し

ている「こどもの救急」（ONLINE-QQ）は子どもの症状ごとに通院の必要性の

有無について一定の判断ができるなど有用であることから、数区がリンクを実

施しているが、当区ではリンクされてはいない。 

区の急病医療情報センターに架電される区民の約半数は小児に関する相談で

ある（Ｐ.14表 5）。区民にとって、急病時に適切なアドバイスを参照すること

のできるホームページにリンクできることは、医療機関の受診に際しての判断

の一助となり、支えにもなると考えるので、参考とされたい。 
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視点３ 初期救急に効果的であるＡＥＤ（自動体外式除細動器）の設置・管理・

使用状況はどうなっているか。また、初期救急対応力の向上に向けた救急協力

員養成等の取組は適切になされているか。 

 

１ ＡＥＤの管理について 

助けられる命を確実に助けるために、初期救命救急医療を、病院や消防だけで

はなくて、地域の区民それぞれが持てる力を発揮する、また、そういう一人ひと

りになるように講習等の参加を促していくなど、共助の仕組みを高めていくこ

とは大切な視点である。 

このことから、区では平成 16年 7月の非医療従事者のＡＥＤ取り扱いを認め

た厚生労働省通知を踏まえ、17 年度から速やかにＡＥＤを導入する体制を整え

るとともに、救急協力員（すぎなみ区民レスキュー）を継続的に養成し、ＡＥＤ

の操作方法等を含めた救命講習会を実施してきたことは評価できるものである。 

 

その一方で、管理体制等の一部については不十分な事項が見受けられた。 

区ではこれまで、ＡＥＤの拡充を図ってきたが、ＡＥＤは高度管理医療機器で

あることから、より適切な管理が必要となる。厚生労働省からはこれまで２度に

わたりＡＥＤの適正な管理についての通知が出されているが、一部施設におい

ては、目視で確認は行ってはいるものの記録がなされていないなどの不適切な

管理が見られた（Ｐ.28表 25）。また、ＡＥＤを保有している職場へのアンケー

ト結果では、記録などの特段の管理の必要性への認識に欠けている職場も見ら

れた。杉並保健所におかれては、厚生労働省通知を踏まえた適切な管理方法等に

ついて設置課に周知を図るとともに、当区内施設の指定管理者等が設置したＡ

ＥＤについても同等な管理方法等がなされるように指導されたい。設置課等に

周知するとともに、当区施設内にある指定管理者等が設置したＡＥＤについて

も同様に適切な管理がなされるよう指導されたい。 

また、監査委員が実地監査を行った妙正寺体育館では、施設内の館内案内図に

ＡＥＤの設置場所が明示されていなかった。当該施設は、区民の利用に供するス

ポーツ施設であり、過去にＡＥＤの使用実績もあることから、実地監査時におい

て速やかな対応を求めたところであるが、他施設においてこのようなことのな

いように必要な対応を図られたい。 

 

２ ＡＥＤの有効利用について 

区が主催、共催及び後援する事業については一定の条件のもとＡＥＤの貸し

出しを実施しており、30 年度実績では 7 台の貸し出しの実績があった（Ｐ.29

表）。他区の例をみると、23区中 8区で地域イベント等への貸し出しがなされ、
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貸し出し台数も多くなっている。しかしながら、当区では、ＡＥＤの貸し出しを

利用した主管課は特定の課にとどまっている。貸し出し方法等について庁内に

積極的に周知などがなされていないことがその一因として考えられる。区の所

有するＡＥＤの有効活用と区民の安全・安心の確保の視点から、貸し出し基準や

申請方法等を明確にしたうえで、庁内に周知し、更なる効率的な活用を図られた

い。 

 

３ 職員の救命講習会の受講について 

ＡＥＤの救命講習会は、これまで区職員全員が受講する方針で進められてきた。

今回の行政監査実施にあたって行ったアンケートにより職場における研修受講

状況（非常勤も含む）について尋ねたところ、概ね 8割の職場で 70％以上の職員

が研修を受講しているとの回答があった一方で、受講した職員が 50％以下と回

答した職場もある（Ｐ.28表 26）。ＡＥＤの使用に免許等が必要な状況ではない

が、職員も採用や退職で大きく入れ替わる中、区民の命を守るという観点から、

より多くの職員がＡＥＤを使用できる体制を確保することが求められており、改

めて職員に対する研修実施など、必要な体制確保に向けて取り組まれたい。 
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視点４ 区の健診体制は区民にわかりやすく、また受診しやすいか。 

 

１ 受診率の更なる向上に向けて 

杉並区の国保特定健診受診率（Ｐ.33表 31）は、この間 23区において上位で

あり、平成 29年度時点でもその位置に大きな変化はない。これまでの受診率向

上に向けた区の取組は一定の評価ができるものである。一方で、受診勧奨につい

てはシステム化を図るなどの改善を実施しているが、受診率の大幅な向上とい

った効果を生み出すまでは至っておらず、特定健康診査等実施計画における国

保特定健康診査受診率の平成 30年度の目標値に達していないことは残念である。

特に、受診率の低い層（若年・中年）に対しては勧奨方法を不断に見直ししてい

くことが求められる。 

区では、区民の受診動向について平成 24 年度から 28 年度にかけて調査して

いるところであるが、未受診者の中でも、自己都合で未受診の層の実態を精査し

ながら受診に繋がる方法等を検討されたい。 

 

２ がん検診について 

平成 30年 1月に区内の医療機関が実施した区肺がん検診において、肺がんの

疑いを見落とし、当該区民が精密検査の機会を逸したことで治療ができずに死

亡された事例が発生した。区では原因究明と再発防止を目的に杉並区肺がん検

診外部検証等委員会を設置し平成 30年 11月に最終答申を受けるとともに、「が

ん検診緊急対策本部」を立ち上げ、令和元年９月には「がん検診精度管理審議会」

を設置して改善を図ってきた。 

区民の健康を守ることは区の責務である。その観点から区民が安心してがん

検診を受診できるように検診の精度の向上に向けて更なる努力を継続されたい。 
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視点５ 少子高齢化による地域医療体制が変化する中で、区民が安心して医療

を受けられる体制づくりはどうなっているか。 

 

１ 地域医療体制の変化と区民の安心確保に向けて  

区が毎年実施している区民意向調査では、改善傾向にあるとはいえ、４分の１

の区民は医療体制に何らかの不安を感じている。同調査では、毎年ではないもの

の、日曜・休日の診療医療機関の更なる充実や健康診断の補助等への要望が寄せ

られることがある。 

区が現在実施している、休日等夜間救急診療及び小児急病診療体制について

多くの区民から評価されている一方で、未だ医療体制に不安を感じている区民

の意見に向き合い、正確な情報をわかりやすく提供していくとともに、適切な対

策を実施することでその不安を払しょくすることが求められている。特に、社会

的弱者と言われている高齢者、乳幼児、障害者及び外国人等を意識し、その不安

を取り除くことができるような取組に努められたい。 

 

また、平成 25年 8月に示された社会保障制度改革国民会議報告書では、総論、

少子化対策、医療・介護、年金の各論で構成されているが、医療・介護分野にお

いては、高齢者人口の増加を主な背景として、医療の質の変化が求められる中、

医療の質は地域の実情に応じた、治療からケアへと転換を図ることが必要とさ

れている。 

このことから、必要とされる医療の内容は、救命・延命、治癒、社会復帰を前

提とした「病院完結型」から、患者の住み慣れた地域や自宅での生活のための医

療、地域全体で治し支える「地域完結型」へと変化してきている。 

区においては、これらを踏まえ高齢者等が安心して地域で住み続けられるよ

うに施策の充実を図っている(Ｐ.38）。 

特に、平成 30年４月に開設された「在宅医療・生活支援センター」は、増加

している在宅医療のニーズに対応し、高齢者や障害者等が病気を抱えても在宅

で安心して生活できるよう制度横断的な連携強化を図るとともに、区民の生活

課題が複合化・複雑化し、分野を超えた支援が必要な高度困難事例が増加してい

ることから、包括的に対応可能な支援を構築していくことを目的としている。 

区内の限りある資源をできる限り効果的・効率的に活用して、質の高いサービ

スを区民に提供していく視点が重要となってくる。 

 

さらに、区民の安心に繋がるものとしては、母子保健事業の充実も求められ

る。23 区では出産前の妊婦健診や保健師による訪問指導に加え、出産後は１歳

６か月児及び３歳児の法定健診に加えて、４か月、６か月及び９か月児の健診を
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実施し、周産期を含む出産前後の期間の医療対策の取組を進めてきた。加えて、

区では産婦健診を独自に実施するなど、乳幼児の保健・医療にとどまらない対策

を図っているところである。今後においても、妊娠初期から小児救急医療体制の

整備まで切れ目のない医療対策の充実により、区民が安心して医療を受けられ

る体制を確保されたい。 

 

あわせて区においては、「かかりつけ医機能推進事業実施要綱」を定め、地域

での適切な医療を受けられる体制づくりにも努めてきたところである。 

最新の区民意向調査では、概ね 60％の区民が「かかりつけ医」を決めるなど

（Ｐ.39 表 36）、地域での適切な医療が受けられる仕組みづくりを推進してき

た結果と考えられる。引き続きこの方向で推進されたい。 

今後もより多くの区民に適切な医療の受診の仕組みが提供できるように不断

の事業の見直しと改善を望むものである。 
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付記 新型コロナウイルスに関連して 

 

今回の行政監査を実施していた令和２年１月 30 日、東京都が「新型コロナ

ウイルスに関連した患者の発生について」報道発表を行った。以来、都内にお

いて新型コロナウイルスの感染は急激な拡大を見せており、４月７日には新型

インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が東京都など 7都

府県に発出され、その後、４月 16日には同宣言の対象は全国に拡大された。 

区では、この間、区長を本部長とする新型コロナウイルス対策本部を速やか

に設置し、区民に対して正確な情報提供を適時に実施するとともに、杉並区帰

国者・接触者電話相談センターの設置、医療機関等へのマスクの提供、施設の

休業など感染拡大の防止措置を着実に行ってきた。   

また、区議会においても杉並区議会新型コロナウイルス対策本部を速やかに

設置するなど、区としての総力を挙げて対策を実施している。 

 

ただ、国全体としてみると、米国やドイツに比べて人口あたりのＩＣＵ（集

中治療室）の病床数が少ないとされるなど、感染症流行時における医療体制の

脆弱さが改めて指摘されているが、それはまた別の主題に属することである。 

今回の行政監査は、いわば「平時における」救命・医療体制を主題として実

施しており、新型コロナウイルスに関して、監査の結果及び意見で特段の言及

は行っていない。一日も早い事態の収束に向けて、共に取り組んでまいりたい。 

 

また、医療関係者をはじめエッセンシャルワーカーと言われる方々の献身的

なご尽力に心から敬意を表します。 
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○戦後保健医療制度等の主な変遷と杉並区独自の救命医療体制等 

 
年代 国の動き 都の動き 杉並区の動き 

昭和 20 年代 
(1945～1954) 
 

・保健所法制定(昭 22) 

  地域の保健医療の中核として保健所が位置づけられる 

・医療法制定（昭 23） 

・東京都衛生局設置（昭 21） 

・衛生施設復興５か年計画(昭 24) 

  保健所の増設、都立病院の整備等 

 

昭和 30 年代 
(1955～1964) 
 

・国民皆保険の確立（昭 36） 

・消防法の一部改正（昭 38） 

  救急搬送業務の法制化 

・救急病院等を定める省令の制定（昭 39） 

  救急医療機関告示制度 

 ・国民健康保険事業スタート（昭 34.12） 

昭和 40 年代 
(1965～1974) 

 ・休日夜間急患センター事業（昭 49） ・休日急病テレホンサービス開始（昭 48.7） 

昭和 50 年代 
(1975～1984) 
 
 

・救急医療対策事業実施要項制定（昭 52 医発第 692 号） 

  初期、第二次、第三次救急医療体制の発足 

・老人保健法施行（昭 58） 

・（一次、二次）夜間診療の開始（昭 52） 

・準夜診療の開始（昭 53） 

・保健所事務区移管（昭 50.4） 

・西保健所にガン健診機導入（昭 51.3） 

・歯科休日医療開始（昭 52.12） 

・休日夜間急病診療所開設（昭 53.10） 

・衛生試験所オープン（昭 56.4） 

・老人保健法に基づき成人健康診査（40～59 歳）と老人健康診査（60 歳以上）を

区民対象に開始（昭 58） 

昭和 60 年代 
(1985～1989) 
 

・医療法第一次改正（昭 60） 

  都道府県医療計画制度創設、病床規制の本格導入 

・老人保健制度の創設（昭 62） 

・電話相談の開始（昭 62.10） 

  母と子の健康に関する相談、平日夜間の時間帯で実施 

・成人健診の対象年齢引き下げ（35 歳以上）（昭 61） 

 

平成元年～ 
(1989～1997) 
 
 
 
 
 
 

・救急医療体制検討会（平元） 

・救急救命士法制定（平 3） 

  ３つの特定行為が可能となる 

・医療法第二次改正（平 4） 

  療養病床群制度、特定機能病院制度創設 

・地域保健法成立（平 6）平 9 施行 

・医療法第三次改正（平 9） 

  総合病院制度の廃止と地域医療支援病院制度の創設 

・保険医療計画の策定（平元） 

・保健医療情報センターひまわりの開設（平 5） 

  電話・ファックスで保健医療福祉相談と医療機関案内 

・保健医療計画第一次改定（平 5） 

・調剤待機事業開始（平元.4） 

・土曜日急病診療業務開始（平元.10） 

・成人健診対象年齢引き下げ（30 歳以上）（平 2） 

 
 
 
 
 
 

   

資料 1 
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年代 国の動き 都の動き 杉並区の動き 
平成 10 年～ 

(1998～2007) 

 

 

・医療法第四次改正（平 12） 

  急性期病床と慢性期病床の分離 

・医療制度改革大綱（平 17.12） 

・医療法第五次改正（平 18） 

  医療連携体制の位置付け、医療機能情報提供制度創設等。 

  （４疾病 5 事業ごとに医療連携体制の構築を都道府県単位で平 20.4

までに構築を求める） 

・非医療従事者による自動体外式除細動器（AEÐ）の使用について（平

16.7 厚生労働省医政局長通知） 

・保健医療計画第二次改定（平 10） 

・「休日・全夜間診療事業実施要項」施行（平 13.4） 

  主として入院治療を要する救急患者に対し医療を提供する

二次医療機関を確保） 

・保健医療計画第三次改定（平 14） 

・がん診療連携拠点病院の整備（平 14） 

・東京都医療機関情報システム「ひまわり」運用開始(平 15) 

・東京都薬局案内サービス「ｔ－薬局いんふぉ」開始(平 17.6） 

・東京消防庁救急相談センター「＃7119」運用開始（平 19.6） 

・杉並保健所・保健医療センター改築（平 11.4） 

・杉並区地域保健推進協議会救急医療部会報告（平 14.9） 

・成人健康診査（30～64 歳）高齢者健康診査（65 歳以上）に年齢区分変更 

・杉並区救急医療システム専門家会議報告（平 16.3） 

・小児救急診療体制確保(平 16.10) 

  平日のみ 23 時まで１病院 

・救急協力員制度創設（平 16.10） 

・急病医療情報センター開設（平 17.1） 

・ＡＥＤ配備開始（平 17.4） 

・小児救急診療体制拡充（平 18.4） 

  土・日の診療契約を締結し拡充 

・医療安全相談窓口開設（平 19.7） 

平成 20 年～ 

(2008～2017) 

 

 

・高齢者の医療に関する法律（平 20） 

・第六次医療法改正（平 26） 

  地域医療構想を策定等 

・第七次医療法改正（平 28） 

  地域医療連携推進法人制度の創設等 

・医療計画の見直し等に関する検討会（平 28） 

・第八次医療法改正（平 29） 

  特定機能病院の安全管理体制強化、医療法人の運用に関する施策

等、医療機関のホームページを規制対象 

・保健医療計画第四次改定（平 20） 

・東京都医療機関情報システム「ひまわり」システム改修し医療

法に基づく「医療機能情報報告制度」に対応（平 20） 

・救急医療の東京ルール運用開始（平 21） 

・東京都周産期医療体制整備計画（平 22） 

・保健医療計画第五次改定（平 25） 

・妊娠相談ホットライン（平 26.7） 

・189 育児不安相談（平 27.7） 

・子供の健康相談室（小児救急相談）（平 28） 

  平日 18 時から 23 時まで 

・東京都地域医療構想策定（平 28） 

・40 歳以上の健康診査を医療保険者が実施。成人等健診対象を変更 

・小児二次救急指定病院の整備移行（河北総合病院：平 21.4） 

・杉並区地域医療体制に関する調査検討委員会（平 22.3） 

・急病医療情報センター開設時間見直し（平 23） 

・歯科休日急病診療所と歯科保健医療センターによる一体運営開始(平 23.10) 

・民間高齢者施設へのＡＥＤ設置助成（平 24.4） 

・小児急病診療体制拡充（平 29.4） 

  ２病院体制 

平成 30 年～ 

(2018～ 

 ・保健医療計画第六次改定（平 30） 

・子供の健康相談室(小児救急相談)拡充（平 31.4） 

 平日 18 時から翌朝 8 時、休日は 24 時間体制  
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科
、
歯
科
、
矯

正
歯
科
、
小
児
歯
科
、
女
性
泌
尿
器
科

1
8
6 

0
 

0
 

1
8
6 

0
 

0
 

城
西
病
院

A○救
E

A・
☆

上
荻

2-
4
2
-1

1 
内
科
、
整
形
外
科
、
眼
科
、
リ
ハ
ビ
リ
科
、
糖
尿
病
内
科
、

神
経
内
科
、
リ
ウ
マ
チ
科
、
糖
尿
病
内
科
、
消
化
器
内
科
、

循
環
器
内
科
、
呼
吸
器
内
科

5
0
 

4
9
 

0
 

5
0
 

0
 

4
9
 

山
中
病
院

A○救
E

A・
☆

南
荻
窪

1
-
5-

1
5 

内
科
、
胃
腸
内
科
、
循
環
器
内
科
、
外
科
、
整
形
外
科
、
リ

ハ
ビ
リ
科

3
7
 

0
 

0
 

3
7
 

0
 

0
 

河
北

リ
ハ

ビ
リ

テ

ー
シ
ョ
ン
病
院

堀
ノ
内

1
-9

-
2
7 

内
科
、
精
神
科
、
リ
ハ
ビ
リ
科
、
リ
ウ
マ
チ
科

0
 

1
3
5 

0
 

0
 

1
3
5 

0
 

救
世

軍
ブ

ー
ス

記

念
病
院

△

堀
ノ
内

1
-9

-
2
7 

内
科
、
消

化
器
内
科
（
内
視
鏡
）
、
整
形
外
科
、
循
環
器
内
科
、

神
経
内
科
、
精
神
科
、
漢
方
内
科
、
皮
膚
科
、
眼
科
、
リ
ハ

ビ
リ
科

5
2
 

1
4
7 

0
 

5
2
 

1
4
7 

0
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医
療
機
関
名

住
所

診
療
科
目

許
可
病
床
数

病
床
機
能
別
病
床
数

一
般

病
床

療
養

病
床

高
度

急

性
期

急
性

期
回

復
期

慢
性

期

佼
成
病
院

A○救
E

A・
A○脳

E

A・
A○心

E

A・
A○災

E

和
田

2-
2
5
-1

 
内
科
、
リ
ウ
マ
チ
科
、
呼
吸
器
外
科
、
循
環
器
内
科
、
精
神

科
、
消
化
器
内
科
、
消
化
器
外
科
、
外
科
、
脳
神
経
外
科
、

整
形
外
科
、
リ
ハ
ビ
リ
科
、
形
成
外
科
、
小
児
科
、
産
婦
人

科
、
眼
科
、
気
管
食
道
・
耳
鼻
咽
喉
科
、
皮
膚
科
、
泌
尿
器

科
、
放
射
線
科
、
乳
腺
外
科
、
麻
酔
科
、
緩
和
ケ
ア
内
科
、

心
臓
血
管
外
科
、
病
理
診
断
科
、
呼
吸
器
内
科
、
臨
床
検
査

科

3
2
0 

2
0
 

8
 

3
1
2 

0
 

2
0
 

浴
風
会
病

院

☆

高
井
戸
西

1
-
1
2-

1
 

内
科
、
呼
吸
器
内
科
、
循
環
器
内
科
、
神
経
内
科
、
代
謝
内

科
、
精
神
科
、
整
形
外
科
、
眼
科
、
リ
ハ
ビ
リ
科
、
皮
膚
科
、

耳
鼻
咽
喉
科
、
泌
尿
器
科
、
歯
科

1
5
0 

1
0
0 

0
 

1
0
0 

5
0
 

1
0
0 

寺
田
病
院

 ○救
・

☆
 

宮
前

5-
1
8
-1

6 
内
科

2
1
 

0
 

0
 

0
 

0
 

2
1
 

ロ
イ
ヤ
ル

病
院

下
高
井
戸

4-
6
-
2  

内
科
、
老
年
内
科
、
循
環
器
内
科
、
呼
吸
器
内
科
、
胃
腸
内

科

0
 

1
9
8 

0
 

0
 

0
 

1
9
8 

ニ
ュ
ー
ハ

ー
ト
・
ワ

タ
ナ
ベ
国

際
病
院

☆

浜
田
山

3
-
19

-
1
1 

内
科
、
循
環
器
内
科
、
外
科
、
呼
吸
器
外
科
、
消
化
器
外
科
、

麻
酔
科
、
放
射
線
科
、
内
分
泌
外
科
、
心
臓
血
管
外
科

4
3
 

0
 

8
 

3
5
 

0
 

0
 

浜
田
山
病

院

○救
E

A ・
☆

浜
田
山

4
-
1-

8 
内
科
、
整
形
外
科
、
リ
ウ
マ
チ
科
、
リ
ハ
ビ
リ
科
、
外
科
、

糖
尿
病
内
科
、
消
化
器
内
科
、
循
環
器
内
科
、
呼
吸
器
内
科
、

消
化
器
外
科
、
内
視
鏡
内
科
、
脳
神
経
外
科
、
形
成
外
科
、

放
射
線
診
断
科
、
ペ
イ
ン
外
科
、
女
性
内
科
、
皮
膚
科

4
8
 

0
 

0
 

4
8
 

0
 

0
 

小
計

1
,7

6
4 

9
4
8 

4
4
 

1
,6

4
9 

5
0
9 

5
1
0 

有
床
診
療

所
 

8
か
所
 

62
床
を
含
む
合
計

 
1
,8

2
6 

9
4
8 

病
床
数
は
平
成

29
年

7
月

1
日
現
在
資
料
を
東
京

都
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
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 （
参
考
）

 

 
 
○救

 
救
急
医
療
機
関
 

 
 
○脳

 
脳
卒
中
急
性
期
医
療
機
関

 

 
 
○心

 
Ｃ
Ｃ
Ｕ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
施

設
 

 
 
○地

 
地
域
医
療
支
援
病
院
 

 
 
○災

 
災
害
拠
点
病
院
 

☆
 
 
災
害
拠
点
連
携
病
院
 

△
 
 
災
害
拠
点
協
力
病
院
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西永福南登録制自転車置場

高円寺

高井戸

下高井戸

杉並区及び近隣救急医療機関（令和元年）

警察病院河北総合病院

荻窪病院

東京衛生アドベンチスト病院

山中病院

中野総合病院

●

●

清川病院

佼成病院

吉祥寺南病院

クロス病院

浜田山病院

久我山病院

☆

救急医療機関●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
松沢病院

●

●
寺田病院

城西病院

 57



 区設置のＡＥＤの使用状況

○ 区が配置したＡＥＤが実際に使用されたケースはこれまで４２例あり、

その内２１例(電気ショックあり１５例、電気ショックなし６例)につい

ては傷病者の意識等の回復が確認されています。(★印)

（※蘇生成功は心肺停止状態から意識が回復したことが確認できた場合）

《区が設置したＡＥＤの使用例》

蘇生成功 年月日 場所 救助者 傷病者

（１）

18年

10月20日

（２）

19年

7月12日

（３）

19年

9月19日

（４）

19年

12月19日

（５）

20年

4月11日

（６）

20年

4月12日

（７）

20年

6月25日

（８）

20年

8月2日

（９）

20年

8月2日

（１０）

21年

1月4日

（１１）

21年

4月28日

（１２）

21年

10月4日

八幡山駅
トイレ

70代男性
・トイレ内で倒れている傷病者を清掃職員が発見
・駅員が１１９番通報した際の指示によりＡＥＤを装着
・<電気ショックなし>【現場で死亡確認】

和田中学
校

中１男子

★6

駅員

60代男性

20代男性

パールセ
ンター商
店街

商店街の
店主

概要（把握可能な範囲）

★3

・水泳授業中に仰向けの状態で浮いている傷病者を教員
が発見
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【病院搬送、病院で意識回復】

駅員と通
行人（看
護師）

50代男性

・レジ付近で倒れた傷病者を救助者が発見
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院搬送】

60代男性

教員３名

施設管理
職員

60代男性

・テニスのプレー中に倒れた傷病者を仲間が発見
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【救急車内で意識回復】
※消防庁感謝状

・下りホーム急行吉祥寺駅行に傷病者が飛び込む
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【現場で死亡確認】

・管弦楽の練習中の急に倒れる
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【現場で意識回復、病院搬送】

・ホームで意識を失って倒れている傷病者を駅員が発見
・通りかかった看護師が心肺蘇生を実施
・駅員と看護師でＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【現場で意識回復、病院搬送】

・卓球のプレー中に倒れた傷病者を仲間が発見
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【病院で意識回復】
※消防庁感謝状

・人が倒れているとの通報が事務所に入る。
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【病院搬送】

★1

パールセ
ンター商
店街

上井草駅★2

杉並公会
堂

浜田山駅
ホーム

神明中学
校

上井草ス
ポーツセ
ンター

★5

・人が倒れているとの通報が事務所に入る。
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院搬送】

高田馬場
管弦楽団
員

40代男性

救急隊員

西友社員
４名

商店街の
店主

・喫煙コーナーで倒れた傷病者を救助者が発見
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院搬送】

・浮遊状態になっている傷病者を近くの人が発見
・救助者により、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【現場で意識回復、病院搬送】

荻窪タウ
ンセブン
地下１階

和田堀公
園プール

荻窪タウ
ンセブン
西友１階

80代女性

20代女性

学校職員
とテニス
仲間（３
名）

60代女性

プール監
視員

小３男子

タウンセ
ブン警備
員

★4
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蘇生成功 年月日 場所 救助者 傷病者

（１３）

21年

10月21日

（１４）

22年

8月14日

（１５）

22年

9月22日

（１６）

22年

12月26日

（１７）

23年

1月20日

（１８）

23年

7月9日

（１９）

23年

7月29日

（２０）

24年

1月13日

（２１）

24年

8月12日

（２２）

24年

9月25日

（２３）

24年

12月4日

（２４）

25年

1月28日

（２５）

25年

7月9日

（２６）

25年

9月6日

（２７）

25年

9月15日

（２８）

25年

11月29日

・教室で倒れ、けいれんをおこす
・養護教諭により、ＡＥＤを使用
・養護教諭が、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・〈電気ショックなし〉【病院搬送、病院で意識回復】

・荻窪駅にて体調不良により休憩中に意識を失う
・駅員が駅設置のＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>　【病院搬送】

6歳男性

50代男性

施設管理
職員

現場近く
の会社員
3名/区民
センター
受付職員
1名

・大宮ふれあいの家にて、突然女性が意識を失う
・施設職員が隣接の大宮中からAEDを借用
・救急隊員が、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・〈電気ショックなし〉【現場で意識回復、病院搬送】

男性

・テニスコートにて男性が突然意識を失う
・施設職員がテニスコート脇に設置のＡＥＤを使用
・施設職員が、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【現場で意識回復、病院搬送】

・大宮ふれあいの家にて、突然女性が意識を失う
・施設職員が隣接の大宮中からAEDを借用
・施設職員が、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・〈電気ショックなし〉【病院搬送】

駅員1名/
乗り合わ
せた男女
2名

桃井第三
小学校
保健室

・トイレ内で倒れている傷病者を施設職員が発見（経過
時間不明）
・到着した救急隊員が心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院搬送】

・近隣家人からのAED借用要請にｾﾝﾀｰ歯科医師が同行
・歯科医師が心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院搬送】

・井草中学校で工事中、施工業者の男性が突然倒れる
・工事仲間が校内からＡＥＤを取り出し、心肺蘇生・Ａ
ＥＤを実行
・〈電気ショックなし〉【病院搬送】

・投球練習場で倒れている傷病者をチームメイトが発見
（経過時間不明）
・別ｸﾞﾗﾝﾄﾞにいた看護学生が心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【病院搬送】

丸の内線
東高円寺
駅ホーム

上井草ス
ポーツセ
ンター

・区民センター西側区道で、軽貨物の荷台から男性が意
識を失い転落
・目撃した男性会社員と区民センター受付職員により、
心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【現場で意識回復、病院搬送】
※消防庁感謝状

・体育室にて卓球中に、女性が意識を失う
・施設管理職員が、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・〈電気ショックなし〉【病院搬送、病院で意識回復】

西荻地域
区民セン
ター西側
区道

工事中の
井草中学
校

救急隊員

40代女性

・東高円寺駅に到着した車両内で、男性が意識を失う
・乗り合わせた男女と駅員により、心肺蘇生・ＡＥＤを
実行
・<電気ショックあり>【病院搬送、病院で意識回復】

別グラン
ドで野球
中の看護
学生

30代男性

80代男性

70代男性

60代男性

丸ノ内線
荻窪駅

★7

★9

★8

松ノ木運
動場

概要（把握可能な範囲）

60代男性

80代男性

乗客（医
師）と駅
員

駅員

・駅構内ｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟで男性が倒れたと、ｼｮｯﾌﾟ店員が駅事
務室に通報
・駅員が心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックあり>【現場で意識回復、病院搬送】

・井荻駅停車中の車内で急に倒れる
・乗客（医師）の指示で、駅員が心肺蘇生・ＡＥＤを実
行
・<電気ショックあり>【現場で心肺機能回復、病院搬
送】

高井戸高
齢者活動
支援セン
ター

★13

大宮ふれ
あいの家

施設管理
職員

60代男性

歯科保健
医療セン
ター歯科
医師

工事請負
業者の仲
間

歯科保健
医療セン
ター近隣
の民家

★10

駅員 70代男性

★14

★11

★12

上井草ス
ポーツセ
ンター

大宮ふれ
あいの家

救急隊員

80代女性

担任・養
護教諭

90代女性

施設管理
職員

井荻駅

高井戸駅

高井戸温
水プール

施設管理
職員

50代女性

・プールにて女性が突然意識を失う
・施設職員が、心肺蘇生・ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院搬送】

永福町駅 駅員 30代男性
・電車内で意識を失う。
・電車停止後駅員が心肺蘇生・AED使用
・<電気ショックなし>【病院搬送】
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蘇生成功 年月日 場所 救助者 傷病者

（２９）

25年

12月16日

（３０）

26年

1月19日

（３１）

26年

2月13日

（３２）

26年

6月18日

（３３）

27年

4月17日

（３４）

27年

5月27日

（３５）

28年

11月10日

（３６）

29年

2月8日

（３７）

29年

2月14日

（３ ８）

29年

6月26日

（３ ９）

29年

10月10日

（４０）

29年

11月12日

（４１）

30年

7月9日

(42)

30年　

12月24日

概要（把握可能な範囲）

・小学校校庭で野球の指導中、急に前かがみになり卒
倒した。
・野球関係者が心肺蘇生、AEDを実行
・<電気ショックあり>【病院搬送病院で意識回復】

50代男性

・体育館にてPTA活動中の卓球利用者が休憩中に意識障
害。
・卓球活動中の複数で心肺蘇生を実施し、学校側に連絡し、
教諭がAEDを持ち、救命活動を実施。
・<電気ショックあり>現場にて意識回復【病院搬送】

★18
桃井第一小
学校体育館

体育館利
用者及び
教員

70代男性

・体育館屋外テニスコートにてテニス中、卒倒した。
・ 職員２名及びテニス仲間で心肺蘇生及びAED装着
・<電気ショックあり１回実施>、【現場で脈回復病院搬送】
※消防庁感謝状

・会議中に倒れて、嘔吐とけいれん症状になった。
・同会議に出席していた人がＡＥＤを装着した。
・<電気ショックなし>【病院搬送、病院で意識回復】

・手押し車で歩行中に転倒。
・複数の通行人が心肺蘇生を実施し、通行人が駅前事務所
にＡＥＤをとりにきた。
・<電気ショックあり>【病院搬送】

★19
妙正寺体育
館

体育館職
員及び、
体育館利
用者

70代男性

高井戸事務
所脇の遊歩
道

通行人
警察官

・通行人が井草中正門前の道路脇で意識を失っている人を発
見する。
・養護教諭、警察官が心肺蘇生、AEDを実行
・<電気ショックあり>　【現場で脈回復、病院搬送】

バドミント
ン大会関
係者

20代男性

高井戸図書
館前道路脇

利用者

★16
井草中学校
正門前路上

養護教諭
警察官

70代男性

八幡山駅 駅員 80代男性
・電車内で意識を失う。
・電車停止後駅員が心肺蘇生・AED使用
・<電気ショックなし>【病院搬送】

・タウンセブン入り口で意識を失う。
・お客様、警備員が心肺蘇生、ＡＥＤを実行
・<電気ショックなし>【病院で死亡確認】

通行人 男性
・通行人が道路脇で意識を失っている人を発見する。
・発見者がAEDを装着、　　心肺停止なし
・<電気ショックなし>　【病院搬送】

・駅で意識を失う。
・駅職員が心肺蘇生・AEDを実行
・<電気ショックなし>【意識回復、病院搬送】

新泉和泉小
学校校庭

少年野球
指導関係
者

50代女性駅職員
東高円寺
駅

タウンセ
ブン

お客様
警備員

★15

70代男性

阿佐谷パー
ルセンター
商店街路上

傷病者の
家族

70代男性
・商店街路上で心肺停止状態となった。
・息子が心肺蘇生、ＡＥＤを実行 ・
<電気ショックなし>【病院搬送】

杉森中付近
の早稲田通
り

通行人
教員
医師

60代男性

・歩行中に急に意識不明状態。
・複数の通行人が心肺蘇生を実施し、下校中の中学生が学
校にAEDをとりに行った。
・AEDと教員が現場に駆け付け、救命活動実施
・<電気ショックあり３回実施>【現場で脈回復、病院搬送】

・地域センター第二音楽室でフルートの練習中、急に椅子にも
たれかかるように卒倒した。
・職員が心肺蘇生、及びAEDを実行 ・
<電気ショックあり１回実施>【現場で呼吸、脈拍回復病院搬
送】

上井草ス
ポーツセン
ター

70代女性

80代女性

★17

産業商工会
館

70代男性

・体育館でバドミントンの試合中、けいれん後、叫び声をあ
げ、一過性の意識消失があった。
・バドミントン大会関係者がＡＥＤ装着、心肺停止なし
・<電気ショックなし>【現場で意識回復、病院搬送】

★21

★20
井草地域区
民センター

地域セン
ター職員
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医政発第0416001号

薬食発第0416001号

平成２１年４月１６日

各都道府県知事 殿

厚生労働省医政局長

厚生労働省医薬食品局長

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について

（注意喚起及び関係団体への周知依頼）

自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という ）については、平成１６年７月１日付け。

医政発第0701001号厚生労働省医政局長通知「非医療従事者による自動体外式除細動器

（ＡＥＤ）の使用について」において、救命の現場に居合わせた市民による使用について

その取扱いを示したところですが、これを機に医療機関内のみならず学校、駅、公共施設、

商業施設等を中心に、国内において急速に普及しております。

一方で、ＡＥＤは、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）に規定する高度管理医療機器

及び特定保守管理医療機器に指定されており、適切な管理が行われなければ、人の生命及

び健康に重大な影響を与えるおそれがある医療機器です。

これらを踏まえ、救命救急においてＡＥＤが使用される際に、その管理不備により性能

を発揮できないなどの重大な事象を防止するためには、これまで以上にＡＥＤの適切な管

理等を徹底することが重要であることから、貴職におかれては、下記の事項について、御

協力いただくようお願いします。

なお、別添１のとおり、ＡＥＤの各製造販売業者に対して、ＡＥＤの設置者等が円滑に

本対策を実施するために必要な資材の提供や関連する情報の提供等を指示するとともに、

別添２のとおり、各省庁等に対して、各省庁等が設置・管理するＡＥＤの適切な管理等の

実施と各省庁等が所管する関係団体への周知を依頼したことを申し添えます。
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記

１．ＡＥＤの適切な管理等について、ＡＥＤの設置者等が行うべき事項等を別紙のとおり

整理したので、その内容について御了知いただくとともに、各都道府県の庁舎（出先機

関を含む 、都道府県立の学校、医療機関、交通機関等において各都道府県が設置・管。）

理しているＡＥＤの適切な管理等を徹底すること。

２．貴管下の各市町村（特別区を含む。以下同じ ）に対して、各市町村の庁舎（出先機。

関を含む ）及び市町村立の学校、医療機関、交通機関等において各市町村が設置・管。

理しているＡＥＤの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。

３．貴管下の学校、医療機関、交通機関、商業施設等の関係団体に対して、民間の学校、

医療機関、交通機関、商業施設等において当該関係団体及びその会員が設置・管理して

いるＡＥＤの適切な管理等が徹底されるよう本通知の内容について周知すること。

４．各市町村及び関係団体との協力・連携の下、ＡＥＤの更なる普及のための啓発を行う

際には、ＡＥＤの適切な管理等の重要性についても幅広く周知すること。

５．各都道府県、各市町村、関係団体等が実施するＡＥＤの使用に関する講習会において、

ＡＥＤの適切な管理等の重要性についても伝えること。

(照会先）

医薬食品局安全対策課安全使用推進室

電 話：03-5253-1111（内線2751,2758）

夜間直通：03-3595-2435
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別 紙

ＡＥＤの設置者等が行うべき事項等について

１．点検担当者の配置について

ＡＥＤの設置者（ＡＥＤの設置・管理について責任を有する者。施設の管理者等 ）。

は、設置したＡＥＤの日常点検等を実施する者として「点検担当者」を配置し、日常点

検等を実施させて下さい。

なお、設置施設の規模や設置台数等から、設置者自らが日常点検等が可能な場合には、

設置者が点検担当者として日常点検等を実施しても差し支えありません。点検担当者は

複数の者による当番制とすることで差し支えありません。

また、特段の資格を必要とはしませんが、ＡＥＤの使用に関する講習を受講した者で

あることが望ましいです。

２. 点検担当者の役割等について

ＡＥＤの点検担当者は、ＡＥＤの日常点検等として以下の事項を実施して下さい。

１）日常点検の実施

ＡＥＤ本体のインジケータのランプの色や表示により、ＡＥＤが正常に使用可能な

状態を示していることを日常的に確認し、記録して下さい。

なお、この際にインジケータが異常を示していた場合には、取扱説明書に従い対処

を行い、必要に応じて、速やかに製造販売業者、販売業者又は賃貸業者（以下「製造

販売業者等」という ）に連絡して、点検を依頼して下さい。。

２）表示ラベルによる消耗品の管理

製造販売業者等から交付される表示ラベルに電極パッド及びバッテリの交換時期等

を記載し、記載内容を外部から容易に確認できるようにＡＥＤ本体又は収納ケース等

に表示ラベルを取り付け、この記載を基に電極パッドやバッテリの交換時期を日頃か

ら把握し、交換を適切に実施して下さい。

なお、今後新規に購入するＡＥＤについては、販売時に製造販売業者等が必要事項

を記載した表示ラベルを取り付けることとしています。

３）消耗品交換時の対応

電極パッドやバッテリの交換を実施する際には、新たな電極パッド等に添付された

新しい表示ラベルやシール等を使用し、次回の交換時期等を記載した上で、ＡＥＤに

取り付けて下さい。

３．ＡＥＤの保守契約による管理等の委託について

ＡＥＤの購入者又は設置者は、ＡＥＤの販売業者や修理業者等と保守契約を結び、設

置されたＡＥＤの管理等を委託して差し支えありません。
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４．ＡＥＤの設置情報登録について

ＡＥＤの設置情報登録については、平成１９年３月３０日付け医政発第0330007号厚

生労働省医政局指導課長通知「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の設置者登録に係る取り

まとめの協力依頼について」において、ＡＥＤの設置場所に関する情報を製造販売業者

等を通じて財団法人日本救急医療財団に登録いただくよう依頼しているところです。

同財団では、ＡＥＤの設置場所について公表を同意いただいた場合には、ＡＥＤの設

置場所をホームページ上で公開することで、地域の住民や救急医療に関わる機関があら

かじめ地域に存在するＡＥＤの設置場所について把握し、必要な時にＡＥＤが迅速に使

用できるよう、取り組んでおります。

また、ＡＥＤに重大な不具合が発見され、回収等がなされる場合に、設置者等が製造

販売業者から迅速・確実に情報が得られるようにするためにも、設置場所を登録してい

ない、又は変更した場合には、製造販売業者等を通じて同財団への登録を積極的に実施

するようお願いします。

なお、ＡＥＤを家庭や事業所内に設置している場合等では、ＡＥＤの設置場所に関す

る情報を非公開とすることも可能です。

（参考）ＡＥＤ設置場所検索（財団法人日本救急医療財団ホームページ）ＵＲＬ

http://www.qqzaidan.jp/AED/aed.htm
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医 政 発 0 9 2 7 第 ６ 号 

薬 食 発 0 9 2 7 第 １ 号 

平 成 25 年 ９ 月 27 日 

各都道府県知事 殿 

厚生労働省医政局長 

厚生労働省医薬食品局長 

自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について（再周知） 

 自動体外式除細動器（以下「ＡＥＤ」という。）については、救命救急で使用

される際に、管理の不備により性能を発揮できないなどの重大な事態の発生を防

止するため、「自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の適切な管理等の実施について」（平

成 21年４月 16日付け医政発第 0416001号、薬食発第 0416001号厚生労働省医政

局長・医薬食品局長通知。以下「21年通知」という。）により、適切な管理方法

を周知し、協力をお願いしています。 

今般、ＡＥＤの製造販売業者にアンケート調査を行った結果、適切な維持管理

が行われていない原因として、点検担当者の変更や時間の経過による維持管理へ

の意識の低下などが挙げられています（別紙）。また、「ＡＥＤの設置拡大、適

切な管理等について（あっせん）」（平成25年３月26日付け総評相第64号）で、

21年通知の発出以降も、一部のＡＥＤの維持管理が適切に行われていない実態が

指摘されています。 

このため、ＡＥＤの管理者が消耗品の適切な交換など維持管理の方法を十分に

理解し、日頃から意識するよう、貴管下の各関係団体等に対し、21年通知の再度

の周知徹底をお願いいたします。その際、ＡＥＤが民間企業や集合住宅等にまで

広く普及している現状を踏まえ、一般広報等の活用も検討をお願いいたします。 

また、ＡＥＤの製造販売業者や販売業者・賃貸業者が提供する日常点検の受託

業務や維持管理の補助の各種サービスを活用することも有効と考えられるので、

必要に応じて活用することも検討をお願いいたします。 

なお、本通知の写しを、関係省庁等に対し通知したことを申し添えます。 
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（別紙） 

ＡＥＤの維持管理に関する製造販売業者に対するアンケート調査結果（概要） 

１．アンケート調査の趣旨 

  設置されたＡＥＤの維持管理は、購入者又は設置者が行っているが、日頃か

ら消耗品の交換など適切な維持管理が行われているかどうか、製造販売業者に

アンケート調査を行い、適切な維持管理の普及啓発に役立てることとしたもの。 

２．調査方法 

・国内でＡＥＤを製造販売する製造販売業者（全６社）を対象とした。

・平成 25年６月末にアンケートを配付し、８月に集計を行った。

・ＡＥＤの提供、設置の形態としては販売、リース、レンタルがある（その割

合は各社で非公表）。

３．調査結果 

① 消耗品の交換・提供は、どのように行われているか。

・概ね使用期限が切れる前に、製造販売業者から購入者又は設置者に電話、電

子メール、ハガキ等で連絡している（製造販売業者から販売店に連絡し、販

売店で対応するケースもある）。

・消耗品等の商品は、販売業者等が訪問して交換する場合と、商品を発送して

点検担当者等が自ら交換する場合がある。

② ＡＥＤの管理者である購入者又は設置者自らが維持管理を行っている場合、

維持管理は適切に行われているか。

・製造販売業者等が日常点検の実施状況を網羅的に確認することは困難である。 

・消耗品の交換については、リース・レンタル（消耗品込みでの契約）では定

期的な商品の発送があるため、交換の実施率が高いとの意見もある（２社）。

③ 設置されたＡＥＤの維持管理が適切に行われていない原因として、どのよう

な理由が考えられるか。

・購入者又は設置者において、維持管理の必要性や重要性についての認識が不

足している。

・点検担当者が変更になった場合や、設置してから時間が経過することにより、

維持管理への意識が低下している。 

※ 維持管理が適切に行われていないと感じられる施設の種類に傾向がある

かどうかを各社に質問したが、施設による違いはないとする社がある一方で、

行政・公共施設、一般の会社、共同住宅を挙げる社もあり、各社により認識

が異なった。
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④ 製造販売業者（又は販売・賃貸業者）として、ＡＥＤの購入者又は設置者に

維持管理を適切に行っていただくために実施している取組はあるか。

・販売時に説明や教育を実施する、商品に説明資材を同梱する、訪問時に説明

を行う等を各社で実施している。

・各社独自の取組事例として、以下のようなものがある。

・ＡＥＤに自己診断を行った情報を発信する機能を付け、この自己診断の

結果を製造販売業者が受信・管理し、維持管理に必要な情報をメール等

で購入者又は設置者に提供する。

・購入者又は設置者は、web上に設けられた専用ページに消耗品の有効期

限等を登録することができ、メール等で消耗品の交換時期のお知らせや

関連情報の提供を受けることができる。

⑤ 保守契約による管理の受託はどの程度行われているか。

・設置台数の約半数で保守契約を結んでいる１社を除き、他社ではほとんど保

守契約は結ばれておらず、購入者又は設置者が自ら管理を行っている。
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各区における初期救急医療体制
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69 

医療法（昭和二十三年法律第二百五号） 抜粋 

第一条 この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必

要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及

び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の

分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける

者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて

国民の健康の保持に寄与することを目的とする。 

第一条の二 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤

師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を

受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、

疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければ

ならない。 

２ 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意

向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬

局その他の医療を提供する施設（以下「医療提供施設」という。）、医療を受ける者の

居宅等（居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。）において、医療提

供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機

的な連携を図りつつ提供されなければならない。 

第一条の三 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ

適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。 

（第一条の四から第六条 略） 

第六条の二 国及び地方公共団体は、医療を受ける者が病院、診療所又は助産所の選択に

関して必要な情報を容易に得られるように、必要な措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

２ 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療を受ける者が保健医療サービスの選択を適

切に行うことができるように、当該医療提供施設の提供する医療について、正確かつ適

切な情報を提供するとともに、患者又はその家族からの相談に適切に応ずるよう努めな

ければならない。 

３ 国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資するよう、医療提供施設相互間の機

能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深め、医療提供施設の機能に応じ、

医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない。 

（第六条の三から第七条 略） 

第七条の二 都道府県知事は、次に掲げる者が病院の開設の許可又は病院の病床数の増加

若しくは病床の種別の変更の許可の申請をした場合において、当該申請に係る病院の所

在地を含む地域（当該申請に係る病床が療養病床又は一般病床（以下この条において

「療養病床等」という。）のみである場合は医療計画において定める第三十条の四第二

項第十二号に規定する区域とし、当該申請に係る病床が精神病床、感染症病床又は結核
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病床（以下この項において「精神病床等」という。）のみである場合は当該都道府県の

区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床等である場合は同号に規定す

る区域及び当該都道府県の区域とする。）における病院又は診療所の病床の当該申請に

係る病床の種別に応じた数（当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その

地域における療養病床及び一般病床の数）が、同条第六項の厚生労働省令で定める基準

に従い医療計画において定めるその地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床

数（当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、その地域における療養病床及

び一般病床に係る基準病床数）に既に達しているか、又は当該申請に係る病院の開設若

しくは病床数の増加若しくは病床の種別の変更によつてこれを超えることになると認め

るときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第一項又は第二項の許可を与えないこ

とができる。 

一 第三十一条に規定する者 

二 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の規定に基づき設立され

た共済組合及びその連合会 

三 地方公務員等共済組合法（昭和三十七年法律第百五十二号）の規定に基づき設立さ

れた共済組合 

四 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律に基づき設立された共済組合及びそ

の連合会 

五 私立学校教職員共済法（昭和二十八年法律第二百四十五号）の規定により私立学校

教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団 

六 健康保険法（大正十一年法律第七十号）の規定に基づき設立された健康保険組合及

びその連合会 

七 国民健康保険法（昭和三十三年法律第百九十二号）の規定に基づき設立された国民

健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 

八 独立行政法人地域医療機能推進機構 

２ 都道府県知事は、前項各号に掲げる者が診療所の病床の設置の許可又は診療所の病床

数の増加の許可の申請をした場合において、当該申請に係る診療所の所在地を含む地域

（医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をいう。）にお

ける療養病床及び一般病床の数が、同条第六項の厚生労働省令で定める基準に従い医療

計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数に既に達してい

るか、又は当該申請に係る病床の設置若しくは病床数の増加によつてこれを超えること

になると認めるときは、前条第四項の規定にかかわらず、同条第三項の許可を与えない

ことができる。 

３ 都道府県知事は、第一項各号に掲げる者が開設する病院（療養病床等を有するものに

限る。）又は診療所（前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。）の所在地

を含む地域（医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域をい

う。）における療養病床及び一般病床の数が、同条第六項の厚生労働省令で定める基準

に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既

に超えている場合において、当該病院又は診療所が、正当な理由がなく、前条第一項若

しくは第二項の許可に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の

全部又は一部を行つていないときは、当該業務を行つていない病床数の範囲内で、当該

病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、病床数を削減することを内容とする許可の

変更のための措置をとるべきことを命ずることができる。 
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４ 前三項の場合において、都道府県知事は、当該地域における既存の病床数及び当該申

請に係る病床数を算定するに当たつては、第三十条の四第六項の厚生労働省令で定める

基準に従い都道府県の条例の定めるところにより、病院又は診療所の機能及び性格を考

慮して、必要な補正を行わなければならない。 

５ 都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項までの許

可を与えない処分をし、又は第三項の規定により命令しようとするときは、あらかじ

め、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。 

６ 都道府県知事は、第三項の規定による命令をした場合において、当該命令を受けた病

院又は診療所の開設者又は管理者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表すること

ができる。 

７ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定

する独立行政法人をいう。）のうち政令で定めるものは、病院を開設し、若しくはその

開設した病院につき病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更し、又は診療所に病

床を設け、若しくは診療所の病床数を増加させ、若しくは病床の種別を変更しようとす

るときは、あらかじめ、その計画に関し、厚生労働大臣に協議（政令で特に定める場合

は、通知）をしなければならない。その計画を変更しようとするときも、同様とする。 

（第七条の三から第三十条の三 略） 

 

第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道

府県における医療提供体制の確保を図るための計画（以下「医療計画」という。）を定

めるものとする。 

２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 都道府県において達成すべき第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の

確保の目標に関する事項 

二 第四号及び第五号の事業並びに居宅等における医療の確保に係る医療連携体制（医

療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を確保するための体制をいう。以下同

じ。）に関する事項 

三 医療連携体制における医療提供施設の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 

四 生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提

供が必要と認められる疾病として厚生労働省令で定めるものの治療又は予防に係る事

業に関する事項 

五 次に掲げる医療の確保に必要な事業（以下「救急医療等確保事業」という。）に関

する事項（ハに掲げる医療については、その確保が必要な場合に限る。） 

イ 救急医療 

ロ 災害時における医療 

ハ へき地の医療 

ニ 周産期医療 

ホ 小児医療（小児救急医療を含む。） 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、都道府県知事が当該都道府県における疾病の

発生の状況等に照らして特に必要と認める医療 

六 居宅等における医療の確保に関する事項 

七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基準として厚生労働省令

で定める基準に従い定める区域（以下「構想区域」という。）における次に掲げる事
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項を含む将来の医療提供体制に関する構想（以下「地域医療構想」という。）に関す

る事項 

イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定された第三十条の十三

第一項に規定する病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量（以下単に「将来の

病床数の必要量」という。） 

ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分化及び連携の推進のた

めに必要なものとして厚生労働省令で定める事項 

八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項 

九 病床の機能に関する情報の提供の推進に関する事項 

十 医療従事者の確保に関する事項 

十一 医療の安全の確保に関する事項 

十二 主として病院の病床（次号に規定する病床並びに精神病床、感染症病床及び結核

病床を除く。）及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の

設定に関する事項 

十三 二以上の前号に規定する区域を併せた区域であつて、主として厚生労働省令で定

める特殊な医療を提供する病院の療養病床又は一般病床であつて当該医療に係るもの

の整備を図るべき地域的単位としての区域の設定に関する事項 

十四 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病

床に係る基準病床数並びに結核病床に係る基準病床数に関する事項 

３ 医療計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定める

よう努めるものとする。 

一 地域医療支援病院の整備の目標その他医療提供施設の機能を考慮した医療提供施設

の整備の目標に関する事項 

二 前号に掲げるもののほか、医療提供体制の確保に関し必要な事項 

４ 都道府県は、第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たつては、次に掲げる事項に配

慮しなければならない。 

一 医療連携体制の構築の具体的な方策について、第二項第四号の厚生労働省令で定め

る疾病又は同項第五号イからヘまでに掲げる医療若しくは居宅等における医療ごとに

定めること。 

二 医療連携体制の構築の内容が、患者が退院後においても継続的に適切な医療を受け

ることができることを確保するものであること。 

三 医療連携体制の構築の内容が、医療提供施設及び居宅等において提供される保健医

療サービスと福祉サービスとの連携を含むものであること。 

四 医療連携体制が、医療従事者、介護保険法に規定する介護サービス事業者、住民そ

の他の地域の関係者による協議を経て構築されること。 

５ 都道府県は、地域医療構想に関する事項を定めるに当たつては、第三十条の十三第一

項の規定による報告の内容並びに人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向並

びに医療従事者及び医療提供施設の配置の状況の見通しその他の事情を勘案しなければ

ならない。 

６ 第二項第十二号及び第十三号に規定する区域の設定並びに同項第十四号に規定する基

準病床数に関する基準（療養病床及び一般病床に係る基準病床数に関する基準にあつて

は、それぞれの病床の種別に応じ算定した数の合計数を基にした基準）は、厚生労働省

令で定める。 
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７ 都道府県は、第二項第十四号に規定する基準病床数を定めようとする場合において、

急激な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定

めるところにより、同号に規定する基準病床数に関し、前項の基準によらないことがで

きる。 

８ 都道府県は、第十六項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、急激

な人口の増加が見込まれることその他の政令で定める事情があるときは、政令で定める

ところにより算定した数を、政令で定める区域の第二項第十四号に規定する基準病床数

とみなして、病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請に対する許可に係る事

務を行うことができる。 

９ 都道府県は、第十六項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、厚生

労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつ

た場合においては、政令で定めるところにより算定した数を、政令で定める区域の第二

項第十四号に規定する基準病床数とみなして、当該申請に対する許可に係る事務を行う

ことができる。 

１０ 都道府県は、第十六項の規定により当該都道府県の医療計画が公示された後に、地

域医療連携推進法人の参加法人（第七十条第一項に規定する参加法人をいう。）から病

院の開設の許可の申請その他の政令で定める申請があつた場合において、当該申請が当

該医療計画において定める地域医療構想の達成を推進するために必要なものであること

その他の厚生労働省令で定める要件に該当すると認めるときは、当該申請に係る当該医

療計画において定められた第二項第十四号に規定する基準病床数に政令で定めるところ

により算定した数を加えて得た数を、当該基準病床数とみなして、当該申請に対する許

可に係る事務を行うことができる。 

１１ 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、地域における医療及び介護の総合

的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画及び介護保険法第百

十八条第一項に規定する都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなけれ

ばならない。 

１２ 都道府県は、医療計画を作成するに当たつては、他の法律の規定による計画であつ

て医療の確保に関する事項を定めるものとの調和が保たれるようにするとともに、公衆

衛生、薬事、社会福祉その他医療と密接な関連を有する施策との連携を図るように努め

なければならない。 

１３ 都道府県は、医療計画を作成するに当たつて、当該都道府県の境界周辺の地域にお

ける医療の需給の実情に照らし必要があると認めるときは、関係都道府県と連絡調整を

行うものとする。 

１４ 都道府県は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するた

め、診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。 

１５ 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しよ

うとするときは、あらかじめ、都道府県医療審議会、市町村（救急業務を処理する地方

自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域

連合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和五十七年法律第八十号）第

百五十七条の二第一項の保険者協議会の意見を聴かなければならない。 

１６ 都道府県は、医療計画を定め、又は第三十条の六の規定により医療計画を変更した

ときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなけれ

ばならない。 
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第三十条の五 都道府県は、医療計画を作成し、又は医療計画に基づく事業を実施する

ために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署、介護保険法第七条第七項に

規定する医療保険者（第三十条の十四第一項において「医療保険者」という。）又は医

療提供施設の開設者若しくは管理者に対し、当該都道府県の区域内における医療提供施

設の機能に関する情報その他の必要な情報の提供を求めることができる。 

第三十条の六 都道府県は、三年ごとに第三十条の四第二項第六号に掲げる事項及び次

の各号に掲げる事項のうち同号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項に関する

もの（次項において「居宅等医療等事項」という。）について、調査、分析及び評価を

行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画を変更するものとする。 

一 第三十条の四第二項各号（第六号を除く。）に掲げる事項 

二 医療計画に第三十条の四第三項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各

号に掲げる事項 

２ 都道府県は、六年ごとに前項各号に掲げる事項（居宅等医療等事項を除く。）につい

て、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県の医療計画

を変更するものとする。 

（第三十条の七から第三十条の十 略） 

 

 

第三十条の十一 都道府県知事は、医療計画の達成の推進のため特に必要がある場合に

は、病院若しくは診療所を開設しようとする者又は病院若しくは診療所の開設者若しくは

管理者に対し、都道府県医療審議会の意見を聴いて、病院の開設若しくは病院の病床数の

増加若しくは病床の種別の変更又は診療所の病床の設置若しくは診療所の病床数の増加に

関して勧告することができる。 

（第三十条の十二から第三十条の二七 略） 

 

 

第三十一条 公的医療機関（都道府県、市町村その他厚生労働大臣の定める者の開設する

病院又は診療所をいう。以下この節において同じ。）は、地域医療対策の実施に協力する

とともに、第三十条の二十四の規定により協力を要請されたときは、当該要請に応じ、医

師の確保に関し協力しなければならない。 

（以下、略） 
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救急医療対策事業実施要綱

(昭和 52 年 7 月 6 日) 

(医発第 692 号) 

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知) 

第 1 小児救急電話相談事業 

1．目的 

この事業は、都道府県が地域の小児科医師による小児患者の保護者等向けの電話相談

体制を整備することにより、地域の小児救急医療体制の補強と医療機関の機能分化を推

進し、都道府県内における患者の症状に応じた適切な医療提供体制の構築を目的とす

る。

2．補助対象 

都道府県(委託を含む。)が整備、実施する事業を補助対象とする。 

3．実施方針 

(1) 夜間等において、小児患者の保護者等(以下「相談者」という。)からの電話相談に、

原則として地域の小児科医師(研修等により、小児科医師と同等の知識を有する小児科

以外の医師を含む。)が対応し、適切な助言及び指示を行うものとする。なお、小児科

医師は、対応に当たり、診断に必要な情報を得られないまま、相談者に対し処置方法

などの指示をしてはならないこと(医師法第二十条及び平成 9 年 12 月 24 日付け健政発

第 1075 号参照)に留意するとともに、指示を行った場合には、診療録へ記載し、保存

するものとする。

また、地域の実情により、小児科医師以外の者が電話相談に一次的に対応する場合

においては、小児科医師による支援体制を確立のうえ実施するものとする。

なお、この場合にあっては、診断に必要な情報が得られるときには、小児科医師以

外の者に代わって小児科医師が相談者に対し適切に指示を行うなど、相談内容に応じ

て小児科医師が直接対応出来る体制を確保するものとする。

(2) 電話相談の開始に当たっては、相談者に対し、本事業における小児科医師の助言及

び指示、または小児科医師以外の者が行う助言は、電話を通じた限られた情報に基づ

くものであって、相談者の判断の参考とするためのものであることを十分に説明し、

理解を得た上で行うものとする。
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(3) 相談者のプライバシー保護に努め、相談記録等の情報の管理には十分配慮を行うも

のとする。

(4) 相談者から、受診をするための医療機関の照会があった場合には、受入れ可能な医

療機関を相談者に回答するものとする。なお、回答に当たっては、救急医療情報セン

ターの活用や受入れ医療機関のリストの作成等、地域の実情に応じて実施するものと

する。

(5) 都道府県において、地域の関係者からなる協議会を設置し、事業の実施計画の策定、

事業実施のためのマニュアルの整備及び事業の評価等、事業の実施に必要な企画・調

整等を行うものとする。

(6) 事故発生時を含め、本事業の実施の責任については、関係者間で十分に協議し、明

確にするものとし、業務委託等の際は契約を適切に締結するものとする。

4．整備基準 

(1) 相談者は、全国同一の短縮番号(＃8000)により、相談を行う小児科医師等に架電す

ることが可能であること。

なお、全国同一短縮番号が使用不可能な場合を考慮する観点から、当該短縮番号に

加え、当事業の専用電話番号を設け、両番号を併用して実施することが望ましいもの

であること。

(2) 複数の小児科医師等が相談に当たる場合等においては、相談者が単一番号に架電す

れば、転送機器等を使用することにより、担当する小児科医師等へ転送されるように

すること。

(3) 相談に当たる小児科医師等について複数名による当番制を採る場合等においては、

相談記録等の逓送などにより、事業が円滑に実施されるようにすること。

第 2 初期救急医療体制 

1．目的 

(1) 休日夜間急患センター事業は、休日及び夜間の診療を行う急患センターを整備し地

域住民の急病患者の医療を確保することを目的とする。

(2) 小児初期救急センター事業は、小児の急病患者を受け入れるため、小児救急医療支

援事業等の二次救急病院と連携し、小児患者の休日夜間の診療体制を確保することを

目的とする。

2．補助対象 
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(1) 地方公共団体の長の要請を受けた診療所の開設者が実施する休日夜間急患センタ

ーの施設整備、設備整備を交付の対象とする。

(2) 地方公共団体が実施する小児初期救急センターの運営又は、地方公共団体の長の要

請を受けた診療所の開設者が実施する小児初期救急センターの運営、施設整備又は設

備整備を交付の対象とする。

3．整備基準 

(1) 休日の診療とは、次のアからエに掲げる日の午前 8 時から午後 6 時までの間に診療

を行うことをいい、夜間の診療とは午後 6 時から翌日午前 8 時までの間に診療を行う

ことをいう。

ア 日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年 7 月 20 日法律第 178 号)に定める祝日及び休

日

ウ 年末年始の日(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)

エ 週休二日制に伴う土曜日又はその振替日

(2) 施設及び設備

ア 休日夜間急患センター

休日夜間急患センターとして必要な診療部門等及び医療機器等を備えるものと

する。

イ 小児初期救急センター

小児初期救急センターとして必要な診療部門等及び医療機器等を備えるものと

する。

(3) 地域住民に対して救急医療に関する情報提供を行う。

（以下、略）
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